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1 はじめに  

1 はじめに 

わが国では、糖尿病患者が増え続ける中、糖尿病を原疾患とした糖尿病性腎症への重

症化を予防することが喫緊の課題としてとらえられており、多くの保険者が糖尿病性腎

症の重症化予防事業に取り組んでいます。 

 

重症化予防の展開にあたり、国はまず、健康日本21（第２次）において、糖尿病性腎

症による年間新規透析導入患者数の減少等の数値目標を設定しました。また、平成27年

7月10日開催の日本健康会議で採択された「健康なまち・職場づくり宣言2020」の「宣

言２」では、「かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を

800市町村、広域連合を24団体以上とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図

る。」とされ、糖尿病性腎症をはじめ、生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体・保

険者の数を増やすことが目標に掲げられました。 

国では、行政と医療関係者が連携体制を構築し、その取組を全国に横展開するため、

平成28年３月に、日本医師会、日本糖尿病対策推進会議及び厚生労働省の間で「糖尿病

性腎症重症化予防に係る連携協定」の締結が行われました。 

平成27年度からは厚生労働科学研究費補助金で「糖尿病性腎症重症化予防プログラ

ム開発のための研究（研究代表者：津下一代あいち健康の森健康科学総合センター長）」

（以下、「研究班」という。）を立ち上げ、その報告書も踏まえ、日本健康会議に設置し

た重症化予防（国保・後期広域）ワーキンググループ（座長：津下一代）において議論

が行われ、平成28年４月に「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」が策定されました。

このプログラムをもとに、すべての都道府県が独自のプログラムを策定しています。 

重症化予防（国保・後期広域）ワーキンググループでは、事例の収集・検証や、取組

に当たっての課題等の検討も行い、平成29年７月に議論のとりまとめとして、「糖尿病

性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」（以下、「WGとりまとめ」という。）及び事例

集を公表しました。 

一方、研究班での研究も続けられ、全国での実現可能性と効果を考慮したプログラム

の開発、評価方法の検討を行うとともに、全国148自治体（国保、広域連合）の協力を

得て運営上の課題の整理を行い、保健事業対象者のデータを収集し、事業評価を試みる

などにより、エビデンスの蓄積が進められています。 

並行して国も、研究班の成果をもとに、具体的な取組方法がよく分からないという保

険者等の声に応えるために、実践事例等を収集・参照しながら、平成31年3月に「糖尿

病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き」を作成しました。さらに策定から3年

を経て、平成31年4月には「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を改定しました。 

各種の情報提供や技術的支援とあわせて、国は国保ヘルスアップ事業・国保保健指導

事業等により財政的支援を実施してきました。また、国保制度においては、自治体への

新たなインセンティブ制度である保険者努力支援制度を創設し、重症化予防の取組状況

等に関する指標を高い配点で設定することにより、自治体の取組を促進しています（平

成28年度から前倒し実施、平成30年度からは総額1000億円規模で本格実施）。後期高

齢者医療制度においても、同様に保険者インセンティブを創設して後期高齢者医療広域

連合（以下、「広域連合」という。）の取組を促進しています。 

こうした取組も相まって、日本健康会議で採択された「健康なまち・職場づくり宣言

2020」の中の「宣言２」を達成した自治体数は、平成28年３月末時点で118市町村、

４広域連合、平成29年３月末時点で654市町村、14広域連合でしたが、平成30年３月
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1 はじめに  

末時点では1,003市町村、31広域連合と飛躍的に増加し、目標を前倒しで達成すること

ができました。 

重症化予防に取り組む自治体の数が目標に達したものの、これまでの国の調査や研究

班の調査において、「対象者の抽出においてレセプトを用いている保険者が少ない」、「保

健指導において医師が関与する保険者が少ない」、「アウトカム指標で評価する保険者が

少ない」、「企画時には医師会と連携しているが運営・評価時等の連携は不十分な保険者

が多い」、「糖尿病対策推進会議等の連携は情報提供にとどまる保険者が多い」など、取

組の状況は様々であるため、取組をさらに広げるとともに、質の確保が求められるよう

になってきています。 

 

国を挙げて取り組んでいる糖尿病性腎症重症化予防事業ですが、取組の質を確保する

ためには、できるだけ多くの関係者に研修等に参加してもらうことが求められます。平

成30年度には、国は全国7か所でセミナーを開催しましたが、会場に近い保険者ほど参

加者が多いという傾向にありました。糖尿病性腎症重症化予防プログラムは国版をもと

に各都道府県においても作成されていますが、地域の実情に応じた研修等を開催するた

めには、従来より保険者に対し各種研修を実施してきた国民健康保険団体連合会（以下、

「国保連合会」という。）に寄せられている期待は高いといえます。 

特に、都道府県等の行政組織、個別の保険者双方との連携ができる国保連合会は、レ

セプトをはじめとしたデータをもっていること、有識者等からなる保健事業支援・評価

委員会の継続した支援ができること、日頃より保険者と接していて地域の実情を理解し

ているという強みを持っています。国からは、この強みを活かし、研修を通じ継続した

支援の実施、さらに、研修の場だけではなく、その後の事業実施にわたっても、保険者

での取組を継続的に支援することが期待されています。 

 

本書は、全国の自治体がより効果的・効率的に糖尿病性腎症重症化予防事業に取り組

むことができるよう国保連合会が行う強みを活かした研修（以下、「糖尿病性腎症重症

化予防セミナー」という。）の充実を図ることを目的として、国民健康保険中央会（以

下、「国保中央会」という。）が、糖尿病性腎症重症化予防に関する研修を企画する前に

担当者がおさえるべきポイント、研修プログラム（概要）を取りまとめました。 
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2 国保中央会と国保連合会が研修を実施する意義  

2 国保中央会と国保連合会が研修を実施する意義 

国保連合会は、全国各地の国保の保険者、広域連合やその構成市町村の身近な存在で

あり、保健事業に関しては、国保中央会と一体となり、平成26年度からは国保・後期高

齢者ヘルスサポート事業（以下、「ヘルスサポート事業」という。）において有識者等に

よる保健事業支援・評価委員会を設置し、保険者支援の体制を構築しています。 

 
図 2-1 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の概要 

 

また、対象者の抽出や事業の評価に必要となるデータの提供やシステムの操作をはじ

め、各保険者が国保データベース（KDB）システム（以下、「KDBシステム」という。）

を活用する支援も実施しており、データをもとに、継続的に支援を行っています。 

多くの保険者が糖尿病性腎症重症化予防事業の取組を実施するようになった背景に

は、国保連合会をはじめとした関係者が、国の動向の周知、研修等の開催やKDBシステ

ムの情報提供等を通して保険者の取組が実現するよう保険者を支援していることも大

きく寄与していると言えます。 

 

図 2-1に示す流れを踏まえ、国保連合会には、保険者や広域連合並びにその構成市町

村が実施する糖尿病性腎症重症化予防事業により一層寄与できるよう、糖尿病性腎症重

症化予防セミナーを企画し、積極的に開催することが求められています。また、セミナ

ーの開催だけではなく、その後の保険者等の質問に応じるなど、継続的な支援を行って

いくことが求められています。 

以上から国保連合会が糖尿病性腎症重症化予防セミナーに取り組む意義についてま

とめると以下３点になります。 

・KDBシステムを活用し保険者へ情報を提供することができる 

・保健事業支援・評価委員会を活用し、研修実施後も保険者の事業に対して継続した

支援ができる 

・日ごろより保険者と接していることから、地域の事情を理解し、地域の特性に応じ

た支援ができる 

データ分析にもとづく保健事業の計画・実
施・評価（PDCAサイクル）の取組

保険者等

【 保健事業 】

（都道府県、市町村国民健康保険、
国民健康保険組合、後期高齢者医療
広域連合（委託等により市町村が実
施する場合にあたっては市町村）が
実施する保健事業）

○データヘルス計画
○国保ヘルスアップ事業

○保険者等における個別保
健事業

○その他

○国保ヘルスアップ事業については、保健事業支
援・評価委員会から評価を受けることが必須要件

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

【保健事業支援・評価委員会】

公衆衛生学・公衆衛生看護学に造詣が
深い者、大学等研究機関・地域の関係機
関等の有識者及び都道府県職員、地域
の関係者等

・KDBシステム等を活用した
保険者等への情報提供

・保健事業の手順に沿った
評価基準を活用し実施計
画策定への助言

・評価基準等を活用した保
健事業の評価

・保険者等職員に対する研
修の実施

国保連合会

【国保・後期高齢者ヘルスサ
ポート事業運営委員会】

公衆衛生学・公衆衛生看護学に造詣が
深い者及び大学等研究機関の有識者等

・実態調査
・ガイドラインの策定
・事業の分析・評価・調査・
研究

・事業実施報告会の開催
・事業実施報告書の作成・
公表

・連合会職員等に対する
研修の実施

国保中央会

支援・
情報提供

支援

報告

評価

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の概要
市町村国保等のデータヘルス事業を推進するための取組みとして、平成26年度より国保中央会において、「国保・後期

高齢者ヘルスサポート事業運営委員会」を設置するとともに都道府県国保連合会には、「保健事業支援・評価委員会」を

設置し、国保保険者及び後期高齢者医療広域連合が行う保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施、

評価等の支援を行う「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業」を実施している。

報告
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント 

国保連合会が研修を実施する前におさえるべきポイントについて、国が作成した「糖

尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き」や「糖尿病性腎症重症化予防プログ

ラム」、国が主催したセミナーの資料等を中心に内容を取りまとめました。 

 

3.1 生活習慣病と医療 

生活習慣病とは、食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し、

発症の原因となる疾患の総称です。日本人の三大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、

更に、脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常

症などはいずれも生活習慣病であるとされています。 

わが国では、社会環境や生活習慣の変化、さらには高齢化の進行に伴い、生活習慣病

が増加し、健康政策の中心的な対象疾患となっています。平成25年度において、生活習

慣病は、死亡数割合で約6割を占め、一般診療医療費の約3割を占めています（図 3-1）。 

 

図 3-1 生活習慣病と医療 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予

防の現状と今後の取組について 

【参考資料】 

■「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」  

平成 28 年 4 月 20 日策定・平成 31 年 4 月 25 日改定 

■「糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」    平成 29 年 7 月 10 日 

■「糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き」  平成 31 年 3 月 

■ 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省）配付資料  

平成 30 年 12 月～平成 31 年 3 月 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

糖尿病を患い、血糖コントロール不良な期間が継続すると、神経症、網膜症、腎症な

どの合併症が出てきます。また、糖尿病性腎症が進行し、腎不全に陥ると、人工透析を

要する状態になります。平成27年度の透析導入者数は36,797人であり、このうち原疾

患が糖尿病性腎症である者は16,072人（43.7%）と最も多い状況です（図 3-2）。 
 

図 3-2 透析導入患者の主要原疾患の推移 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後

の取組について 

 

人工透析は、生活の質（クオリティオブライフ、以下「QOL」という。）の低下や、

1人当たり月額医療費は約40万円を要すると言われており、これにかかわる医療費の総

額が約1.57兆円に達する等、医療費全体から見ても大きな課題となっています（図 

3-3）。したがって、国民の健康保持・増進や、健康寿命の延伸と医療費適正化のため、

糖尿病及び糖尿病性腎症等の合併症の発症や進展等の重症化予防に重点を置いた対策

が重要です。 

図 3-3 透析患者数、新規透析患者数数、死亡患者数の推移 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後

の取組について 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.2 糖尿病性腎症とは 

糖尿病性腎症は、長期的な高血糖が要因の代謝異常と血糖動態によって腎機能低下と

組織障害をきたす糖尿病特有の血管合併症です。糖尿病性腎症の場合、段階を経て病気

が進行します。このため、できるだけ早期に発見し、適切な治療をすることが重要です。 

 

 糖尿病性腎症病期分類（改訂） 

糖尿病性腎症の重症度は、下記に示す病期で分類できます。 

 

図 3-4 糖尿病性腎症病期分類（改訂） 

 

出典：2013年12月 糖尿病性腎症合同委員会「糖尿病性腎症病期分類」 

 

 
留意すべきは、慢性腎臓病（以下、「CKD」という）は進行して人工透析の直前にな

るまで症状に乏しいため、自覚症状に頼ると発見が遅れることです。そのため、CKDの

早期発見のためには、CKDの有無を判断できる特定健診などの健診（以下、「特定健診

等」という。）や医療機関を受診することが必要です。 

 

市町村では、特定健診等により尿蛋白（基本的な健診項目）とeGFR（詳細な健診項

目）を把握することも可能です。 

第３期については、糖尿病の診断に加えて尿蛋白（+）以上であれば把握できます。

第２期は、尿蛋白（±）が考えられますが、微量アルブミン尿であるかの測定が必要で

あるため、医療機関等へ受診勧奨し測定してもらうことで把握することも可能です。 

なお、eGFRは特定健診の詳細な健診項目であり、特定健診受診者全員が測定するも

のではないため、特定健診等の結果のみでは把握できない場合があります。そのため市

町村等は、特定健診等結果による把握と医療機関との連携を図りながら糖尿病性腎症の

早期発見に努めることが必要となります。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

 

図 3-5 CKD重症度分類 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

3.3  保険者が糖尿病性腎症重症化予防に取り組む意義 

糖尿病性腎症の重症化予防は、糖尿病を患う本人やその家族、医療保険者である市町

村や広域連合、治療を行う医療関係者にとっても取り組む意義は非常に大きいものです。 

重症化予防の取組（受診勧奨・保健指導・健康教育・健康相談等）による糖尿病性腎

症の早期発見・早期介入の意義を図 3-6に示します。 

 
図 3-6 糖尿病性腎症重症化予防に取り組む意義 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後

の取組について 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

糖尿病性腎症の原疾患である糖尿病は生活習慣及びその結果としての肥満が原因と

なり、インスリン作用不足を生じて発症することが多く、糖尿病性腎症の発症・進展の

抑制には、血糖値と血圧のコントロールが重要です。 

一方、高齢者に対する糖尿病性腎症重症化予防は、複合的な疾病合併のみならず、老

化に伴う諸臓器の機能低下を基盤とし、フレイル、サルコペニア、認知症等の進行が見

られ、個人差が大きいため、各対象者の状況を総合的に把握し、個人差等に応じた包括

的な対応が特に必要です1。 

保険者である市町村や広域連合は、特定健診等データやレセプトを取り扱っているた

め、医療機関が直接かかわることが難しい治療中断者や未治療者を抽出して個別に直接

アプローチをすることができ、かつ継続的に対象者へかかわることが可能です。また、

訪問等により対象者の生活実態を把握することができるため、医療機関とより密に連携

することで、住民の健康保持・増進、医療費適正化に繋げていくことができます。 

 

3.4 糖尿病性腎症の重症化を予防する上での課題 

糖尿病性腎症の重症化予防においては、以下の課題があります。 

 

 特定健診等で糖尿病、糖尿病性腎症のリスクありと判定されても、治療につなが

っていない 

 糖尿病で治療していても、糖尿病性腎症の診断、治療に結びついていない 

 糖尿病性腎症等で治療を受けていても、重症化するリスクが高い人がいる 

 過去に治療を受けていたが、現在治療を中断している人がいる 

 

保険者は、糖尿病性腎症の重症化予防の対象者の把握、特定健診結果やレセプトデー

タを活用、対象者の健康・治療状況をフォロー、事業実施の評価を行うことが可能です。 

その取組の中で、医療機関未受診者や治療中断者を医療機関への受診につなげること

ができ、かかりつけ医と連携して、自治体の保健師・管理栄養士等がかかわることがで

きることから、重症化予防事業を推進する重要な担い手と考えます。 

 

 

  

                                                          

1 津下一代他 糖尿病腎症重症化予防プログラムの開発に関する研究 厚生労働科学研究補助金 2017 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.5 保険者による取組の現状 

 重症化予防に取り組む自治体の状況（市町村国保） 

日本健康会議が、「健康なまち・職場づくり宣言2020」の達成状況を調査する「保険

者データヘルス全数調査」（平成28年度から平成30年度の毎年度（すべて3月時点））を

実施したところ、図 3-7のとおり、「糖尿病性腎症の重症化予防の取組を行っている」

としているのは平成30年度1,282市町村でした。そのうち、「宣言2」を達成するために

掲げられた５つの要件を達成する保険者は1,003市町村であり、重症化予防に取り組む

自治体も年々増加しております（図 3-8）。 

 
図 3-7 重症化予防に取り組む自治体の状況１（市町村国保） 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後の

取組について 

 

市町村における糖尿病性腎症重症化予防の取組状況は、平成29年度では「実施してい

る」78.6%であり、前年度より15.1ポイント増加しています。また、その状況を保険

者規模別に見ると、規模が大きな保険者ほど実施率が高い状況にあります（図 3-8）。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

図 3-8 重症化予防に取り組む自治体の状況２（市町村国保） 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後の

取組について 

 

 重症化予防に取り組む後期高齢者医療広域連合の状況 

保険者データヘルス全数調査（平成28年度から平成30年度の毎年度（すべて3月時点））

によると、平成30年度において糖尿病性腎症等の重症化予防の取組を行っている広域

連合は37広域連合であり、５つの要件全てを満たしている広域連合は31広域連合でし

た。 

 
図 3-9 重症化予防に取り組む自治体の状況（後期高齢者医療広域連合） 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後の

取組について 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

糖尿病性腎症重症化予防取組内容調査（平成27年度から平成29年度の毎年度（すべ

て10月時点））では、糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施又は実施予定の広域連合が

約7割でした。また、循環器疾患重症化予防の取組を実施又は実施予定は約3割、筋骨格

系･運動器系疾患重症化予防の取組を実施又は実施予定は約2割、その他の生活習慣病

重症化予防の取組を実施又は実施予定は約6割となっていました（図 3-10）。 

 

図 3-10 重症化予防に取り組む自治体の状況（後期高齢者医療広域連合） 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 糖尿病性腎症重症化予防の現状と今後の

取組について 

 

 

「保険者の現状」 

●糖尿病性腎症重症化予防事業を行う際の保険者における課題として、「関係団体

との連携体制づくり」61.1%、「介入方法」42.1%、「評価方法」41.5%が多い。 

●糖尿病性腎症重症化予防を行っていない理由は、「健康課題としての優先順位が

低い」、「事業を企画・運営できる者がいない」、「保健指導できる者がいない」、

「関係団体との調整がつかない」が多い。 

●糖尿病対策推進会議と連携していない理由は、「糖尿病対策推進会議がどのよう

な役割を果たしているのか知らない」50.5%が多い。 

●かかりつけ医・医師会と連携していない理由は、「かかりつけ医との調整がつか

ない」31.5%、「医師会との調整がつかない」30.1%、「連携により得られる効

果を十分に把握できていない」26.6%が多く、「その他」としては「敷居が高い」

や「保険者のマンパワー不足」が挙がっていた。 

●取組の評価は90%超が実施しているが、「アウトプット評価」は70%前後、「ア

ウトカム評価」は47～65%程度となっている。 

●対象者の選定方法がわからない（KDBシステムの使い方を含む） 

●保健事業のやり方がわからない 

●評価の仕方がわからない 

 

以上、「重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）」（スライドＰ16からＰ25参照）より 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.6 今後の糖尿病性腎症重症化予防の基本的な方向性 

3.6.1 国の方向性 

国では、今後の糖尿病性腎症重症化予防の基本的な方向性として、図 3-11に示す３

点を掲げ、今後に向けて様々な対策、支援を実施（予定）しています。 

 

図 3-11 今後の糖尿病性腎症重症化予防の基本的な方向性 

 

出典：令和元年6月17日 第12回重症化予防（国保・後期広域）ワーキンググループ 

 

 

市町村に対し、厚生労働省等が実施している都道府県糖尿病性腎症重症化予防取組内

容調査（平成27年度から平成29年度の毎年度（すべて10月時点））では、「糖尿病性腎

症の重症化予防の取組を行っている」としている市町村は、平成29年度は78.6％であ

り、前年度より15.1ポイント増加しています。 

保険者規模別では、10万人以上の大規模保険者が最も多く取り組んでおり、規模が小

さくなるに応じて少ない状況となっています。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

図 3-12 平成31年度の保険者努力支援制度について 

 

 

出典：平成31年3月12日 全国高齢者医療・国民健康保険主管課（部）長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議＜

国民健康保険分科会＞（厚生労働省保険局国民健康保険課） 

 

 

後期高齢者医療制度においても、広域連合や構成市町村でのモデル事業を踏まえ、国

が「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」（平成30年4月）を策定し、それに

基づき生活習慣病等の重症化予防を推進しています。また高齢者の保健事業は、「高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」等において、介護予防と

一体的に実施するよう検討が進められ、令和元年からは事業の推進が検討されています。 

これらの動きを踏まえ、厚生労働省は、今後、保険者における重症化予防の取組の質

を確保することを通じて被保険者の健康の保持・増進を図り、更なる医療費適正化につ

なげていくために、平成31年4月25日に「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の改定

を行いました（図 3-13）。 

改定された「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の主なポイントは以下の３点です。 

 

1.重症化予防に取り組む際の留意点を具体化 

① 対象者の抽出基準が明確であること 

② かかりつけ医と連携した取組であること 

③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 

④ 事業の評価を実施すること 

⑤ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等

との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること 

 

（効果的・効率的な事業を実施するための条件） 

① レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し被保険者の全体像を把握した上

で抽出することにより、健診未受診者層等からの抽出が可能になること 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

② 事業の実施時のみならず企画時や評価時などきめ細かく連携することにより、 

PDCA サイクルに基づく取組を実施すること 

③ 医師・歯科医師・薬剤師等多職種連携による取組を行うことにより保健指導の

質の向上につながること 

④ アウトカム指標（特定健診結果の値や人工透析新規導入患者数の変化等）を用

いた事業評価を行うことにより、重症化予防効果等の測定が可能になること 

⑤ 情報提供のみならず専門的助言を受け、更に事業へ反映することにより取組の

質の向上へとつなげられること 

 

2.庁内連携体制の整備、二次医療圏等レベルでの連携体制づくり 

・都道府県レベル、二次医療圏等レベルで協議会や検討会を実施するなど、地域の 

関係者間で顔を合わせ議論することにより連携体制の充実を図ること 

 

3.事業評価・改善の視点を強化 

・関係者と共に、中長期的な視点をもった事業評価を行い、今後の事業の取組を見 

直すなど、PDCAサイクルを回すことが重要 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

図 3-13 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成31年4月25日厚生労働省保険局「糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について」 

厚生労働省ホームページ 

（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935_00001.html） 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.6.2 都道府県の現状 

都道府県版のプログラムでは、「対象者の基本的考え方」、「対象者の抽出方法（健診

データ、レセプトデータの基準等）」、「介入方法（実施者、受診勧奨・保健指導等）」等

が定められており、国の策定したプログラムを参考としながらそれぞれの都道府県が地

域の実情に合わせた取組を推進しようとしています。 

また、都道府県は平成30年度から国保保険者に加わり、市町村と協働して国保の運営

を行うこととなったため、都道府県が担う役割はさらに期待されています。 

 

図 3-14 都道府県版重症化予防プログラムで定めている内容について 

 

 

出典：平成31年2月4日 重症化予防（国保・後期高齢）ワーキンググループ（第10回）（厚生労働省） 

都道府県における糖尿病性腎症重症化予防プログラムの現状 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.7 重症化予防事業の基本的な進め方 

保険者が糖尿病性腎症重症化予防事業を行う目的は、以下のとおりです。 

 糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・受診中断者に対して、適切

な受診勧奨、保健指導を行うことにより治療に結びつけること 

 糖尿病性腎症等で通院する患者のうち、重症化リスクの高い者に対して主治医の

判断により保健指導対象者を選定し、腎不全、人工透析への移行を防止すること 

 

この目的を正しく理解し、さらに地域の実情に合わせて事業を計画・実施します。 

 

重症化予防事業を進めるためには、基本的な進め方を示

した『糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き』

（厚生労働省保険局国民健康保険課 2019年3月）2を参考

にします。 

この手引きは、糖尿病性腎症重症化予防事業に取り組む

自治体等がその推進の道しるべとなるよう、国及び研究班

作成の糖尿病性腎症重症化予防プログラムに準拠し、専門

医、医師会医師、保健師、管理栄養士、薬剤師、事務職等

が現場目線に立って、実践経験をもとに作成したものです。 

 

重症化予防事業の基本的な取組は、以下のとおり体制整

備（庁内連携、地域連携）・事業計画・事業実施・事業評価・次年度事業修正（改善）の

流れになります。 

 

 

 

 

 

 

 

『糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き』は、この取組の流れを、「ステ

ップ１：事業の下準備」、「ステップ２：受診勧奨」、「ステップ３：保健指導」、「ステッ

プ４：事業の振り返り」の４段階に分け、ステップごとに目的や検討すべきポイントを

わかり易く整理したものです。 

巻末の参考資料に掲載されている進捗管理シートを活用して、常に全体像を把握し、

進捗を確認しながら、各ステップを実施していくことが重要です。また、地域の実情に

合わせ、例えば初年度は「受診勧奨」に絞るなど、できることから着実に進めることが

大切です。 

 

『糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き』の全体構成を図 3-15に示し

ます。 

                                                          

2 『糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き』の掲載場所： 

（URL：https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/tebiki.pdf） 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

 

図 3-15 『糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き』の全体構成 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.8 保険者の体制整備 

 都道府県の役割、連携 

平成30年度からは、都道府県は市町村とともに国保保険者としての役割を担い、都道

府県内の国保医療費に責任を有することとなっています。そのため、都道府県としても

主体的に糖尿病性腎症重症化予防に取り組むとともに、地域で重症化予防に取り組む市

町村等への支援を担う立場にあります。 

また、保健所は都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されており、地域保健に

おいて精神保健、難病対策、感染症対策などの役割を担っています。都道府県として主

体的に重症化予防の取組を進めるに当たっては、このような保健所の機能・人材の活用

も有効であり、現場の医療機関・郡市区医師会をはじめとする医療関係者や市町村等と

の連携のつなぎ役となるなど、保健所を活用した取組や支援も重要です。 

市町村等の取組を支援するためには、保健事業を推進するだけではなく、管内保険者

の状況、管内の医療機関の状況、関係団体の動向、人材の育成や支援体制の状況など多

岐にわたって対応することが必要であり、担当課だけでなく組織をあげた取組が必要と

なるため、重症化予防の問題を、国保のみならず都道府県全体の問題として扱うことが

必要とされています。 

 都道府県糖尿病対策推進会議等との連携 

市町村が新たに都道府県糖尿病対策推進会議と連携しようとする場合には、都道府県

と都道府県糖尿病対策推進会議がどのような連携体制を構築しているのか、糖尿病対策 

推進会議との連携のあり方についてあらかじめ都道府県へ確認し、市町村の実情に合っ

た形で連携することが必要です。 

その他、関係団体や専門職とネットワークを構築し、協力を得ながら取り組むことが

重要となります。 

 医療機関との連携 

糖尿病性腎症重症化予防の取組において、医師会、かかりつけ医との連携が不可欠で

あり、保険者は事業の企画時等早い段階から相談し、協議を重ねることが重要です。 

取組の実施に当たっては、医師会・かかりつけ医に保険者が介入した前後のデータの

変化を見える形で示す等の情報共有を図り、助言や指導を得るなど連携を密にする必要

があります。 

具体的には、被保険者（対象者）の健康課題に関する情報の分析結果等について、取

組の企画段階から情報を提供し、助言を得られるような関係を構築することが望ましく、

また、現場においては、対象者の選定や保健指導上の留意点をかかりつけ医等に相談す

るとともに、保健指導結果をフィードバックするなど、連携を図りつつ取組を進め、さ

らに、取組の内容によっては関係者への説明会や研修会等を開くなど、情報共有に努め

る必要があります。 

保険者の保健事業として糖尿病性腎症重症化予防事業に取り組むことで、医療機関に

受診している被保険者の生活実態を訪問等により把握し、主治医に生活リズムが乱れて

いる、服薬がきちんとされていないなどの情報提供ができます。 

また、都道府県医師会を経由した周知や、かかりつけ医への説明・情報共有など、取

組を実施する地域の郡市区医師会・かかりつけ医との連携を図る必要があります。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

図 3-16 関係者の役割分担と連携方法 

 

出典：平成31年4月25日改定 糖尿病性腎症重症化予防プログラム 

 

＜都道府県＞
都道府県単位で行政、医師会、糖尿病対策推進会議、保険者等により、

地域連携プログラムの策定など対応策について協議（各市町村の独自性を尊重）

日本糖尿病対策推進会議 厚生労働省日本医師会

糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定

加入団体を通じて各学会支部等に
プログラムを周知

都道府県医師会、郡市区
医師会にプログラムを周知

都道府県、保険者等に
プログラムを周知

かかりつけ医、専門医、保険
者（行政）等による有機的連

携体制の確立

市町村での実践に際し、関係者で具体的な方策を協議、実践
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.9 保険者の事業計画策定 

3.9.1 事業対象者抽出の考え方 

保険者は、健診やレセプトデータを保有することから、地域全体の健康課題や糖尿病

性腎症の実態を把握することが可能です。保険者が実施する糖尿病性腎症重症化予防事

業において扱う、糖尿病性腎症対象者の定義を図 3-17に示します。 

 

図 3-17 糖尿病性腎症対象者の定義 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

特定健診データ・レセプトデータ等を活用して、医療機関の未受診者・受診中断者、

通院する患者のうち重症化するリスクの高い者といった糖尿病性腎症対象者を選定（抽

出）する際の考え方を図 3-18に示します。 

対象者の選定（抽出）では、市町村等とかかりつけ医等との連携、かかりつけ医等と

専門医との連携、市町村等の実施体制、財政状況等を考慮した上で、糖尿病性腎症に関

する日本糖尿病学会、日本腎臓学会のガイドラインに基づく基準を設定し、突合して抽

出されるハイリスク者の選定（抽出）を行います。 

なお、KDBシステムでの抽出方法は、「4.1対象者の抽出」を参照してください。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

 

図 3-18 糖尿病性腎症対象者を選定（抽出）する際の考え方 

 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

3.10 重症化予防事業の実施 

事業実施に当たっては、対象者の病期に合わせ、市町村等とかかりつけ医等との連携、

かかりつけ医等と専門医との連携、市町村等の実施体制、財政状況等を考慮した上で、

保健指導を実施する対象者、実施方法を検討する必要があります。 

 
図 3-19 糖尿病性腎症病期ごとの考え方 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

健診データ 状態と介入目的 具体的な介入方法 医療機関での対応 留意点 評価

第１～２期

糖尿病※1

かつ
尿蛋白
（±）以下

早期腎症の発見
腎症の発症予防

HbA1c、血圧の状況に応
じた対応
第1期では糖尿病管理、
第2期ではそれに加え腎
症改善に重点をおいた指
導

Cr、尿蛋白・尿アルブミン測
定による病期確定
血糖、血圧管理
網膜症等合併症検査
第2期：自施設にて指導困難
な場合、糖尿病専門医紹介
もしくは腎症保健指導紹介

第１、2期の区別は
健診だけではでき
ない
eGFR45mL/分
/1.73m2
未満の場合、対応
優先

行動変容
血圧、血糖、
脂質、BMI、
喫煙、

第３期

糖尿病※1

かつ
尿蛋白
（＋）以上

顕性腎症
腎機能低下防止

受診勧奨※2と受診状況の
確認
医師と連携した保健指導
減塩、減酒等の食生活改
善、禁煙、肥満者では減
量、身体活動の維持

Cr、尿蛋白・尿アルブミン測
定による病期確定
血圧、血糖管理
網膜症等合併症検査
腎排泄性薬剤の見直し
保健指導の留意点指示
腎臓専門医への紹介を考慮
する

他の循環器疾患、
糖尿病合併症に
留意
100％対応できる
ことを目指す

受療状況
生活習慣
血糖、血圧、
脂質、喫煙、
腎機能

第４期

糖尿病※1

かつ
eGFR30mL/
分/1.73m2
未満

透析直前期
透析導入時期の
延伸

強力な受診勧奨※2と受診
確認、治療中断防止※3

血圧・血糖管理
腎排泄性薬剤の変更
腎臓専門医への紹介

心不全、脳卒中ハ
イリスク
Cr測定しなければ
病期確定できない

受診につな
がった割合

※1 空腹時血糖 126ml/dlまたはHbA1c6.5％以上または過去に糖尿病の履歴（薬剤服用等）
※2 未治療者への対応
※3 医療機関との連携を取りながらスキルの高い専門職が保健指導を実施することも考えられる
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.11 保険者が実施する事業評価 

3.11.1 事業評価の目的と方法 

 事業評価の目的 

保険者において、事業評価を行う目的は、以下のとおりです。 

 効果的かつ効率的な事業を展開するために取組内容を振り返る 

 事業の目標を達成するため、短期・中長期的な評価を継続的に行う 

 

事業評価を行い、今後の事業の取組を見直すなどPDCAサイクルを実行することが重

要となります。 

 

 事業評価の方法 

事業評価の方法として、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（実

施量）、アウトカム（効果）の視点を用いた評価が活用できます。 

アウトプット（実施量）、アウトカム（効果）の評価方法については、本書の「4.2事

業評価（対象者）」、「4.3事業評価（事業全体）」に記載のとおり、KDBシステムを活用

し実行できます。 

 

図 3-20 事業評価の方法 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

【ストラクチャー評価】

・実施体制が構築できたか

・課題分析結果に基づき、対象と目的、 方法が決定できたか

・関係者間での理解が得られ、連携体制 が構築できたか

・予算、マンパワー、教材の準備

・保健指導者の研修

・運営マニュアル等の整備

・健診・医療データの集約方法

【プロセス評価】

・スケジュール調整

・対象者の抽出、データ登録ができたか

【アウトプット評価】

・抽出された対象者の何％に受診勧奨、

保健指導ができたか

・地区、性・年代別に偏りはないか

【アウトカム評価】

・受診につながった割合

・行動変容

・保健指導介入例のデータ変化（個人・集団）

・血圧、血糖（HbA1c）、脂質、体重

・喫煙、生活習慣

・尿蛋白、尿アルブミン、クレアチニン、eGFR低下率、

クレアチニン2倍化速度、腎症病期、透析新規導入率

・心血管イベントの発症

・服薬状況

・生活機能QOL等

【費用対効果】

・事業にかかる費用と効果

医療保険者としてのマクロ的評価（KDBの活用）
・新規透析導入患者 ・糖尿病性腎症病期、未治療率
・HbA1c8.0％以上の未治療者 ・健診受診率 ・医療費推移 等



 

 

 

 24    

 

3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.11.2 糖尿病性腎症重症化予防事業のアウトカム評価の考え方 

「3.5保険者による取組の現状」において示したとおり、保険者による保健事業の取組

に関するアウトカム評価の実施割合は47～65％程度と低いため、「糖尿病性腎症重症化

予防プログラム」の改定版では、事業評価・改善の視点が強化されました。具体的には、

「保健事業効果を適切に評価し、評価により本事業の意義が一層明確になり、事業改善

につなげること。そのためのツールとしてKDBシステムの活用が必要」という旨が記載

されています。 

保険者の保健事業は、単年度ごとの事業評価によって翌年度事業の予算、事業計画に

つなげることが多いですが、重症化予防事業においては、短期間での効果測定が難しい

ため、短期的な評価に加え、中長期的な評価の視点を持って事業を実施していくことが

重要です。 

事業評価のサイクルは3年間単位で行うなどの工夫をし、中長期的には、事業に参加

した人と不参加の人を比較することにより、検査値や糖尿病性腎症病期、心血管イベン

トや合併症の発症、透析導入等に着目した評価を行います。 

 
図 3-21 アウトカム評価の考え方 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

3.11.3 事業を外部委託する場合の留意点 

保険者が単独で事業を実施することが難しい場合、外部委託事業者を活用することが

考えられます。主な事業委託先としては、民間事業者や地域の特定保健指導実施機関、

栄養士会等の職能団体があります。委託する業務は保険者によって異なりますが、対象

者の抽出、保健指導、通知や電話による受診勧奨、資料作成等といった専門性のある知

識、技術を要する実務的な業務が求められます。そのため保険者は、重症化予防の目的

を踏まえて外部委託事業者の選定方法の工夫や契約において保険者が求める仕様を具

体的に事業者と共有する必要があります。 

外部事業者に業務を委託する場合は、全てを任せきりにするのではなく、現状分析・

企画立案･実施･評価それぞれの局面において、実施内容や進捗状況を確認し、地域の実

情に応じて必要な指示を行うなど、実施主体としての責任を果たすことが不可欠です。 
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3 研修を企画する前に担当者がおさえるべきポイント  

3.12 高齢者の特性を踏まえた事業の留意点 

高齢者は複数の慢性疾患を保有し、フレイルなどを要因とする老年症候群の症状が混

在するため、包括的な疾病管理がより重要であるという特性を踏まえ、広域連合におい

ては、メタボリックシンドローム対策に重点を置いた生活習慣病対策から、体重や筋肉

量の減少、低栄養等によるロコモティブシンドロームやフレイル等の予防・改善に着目

した対策に徐々に転換することも必要です。 

具体的には、①生活習慣病の発症予防に比べて、生活習慣病の重症化予防等の取組が

より重要であること、②壮年期からの生活習慣病の延長線上で肥満傾向にある高齢者も

多く、過体重の影響や加齢に伴う変形性膝関節症などの筋骨格系疾患等の慢性疾患への

取組も重要であることなどを認識した上で、保健事業を実施することが必要となります。 

また、一般的に、年齢と共に血圧、血糖の平均値及び有病率が上昇するため、地域の

健康課題に応じて、かかりつけ医等と連携した循環器疾患等への対応を進めることも重

要となります。 

なお、国では、今年度「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けた

プログラム検討のための実務者検討班」を立ち上げ、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施の推進に係る具体的な検討を進めることとなりました。 

  

図 3-22 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標 

 

出典：平成30年12月13日 糖尿病性腎症重症化予防セミナー（厚生労働省） 重症化予防の効果的な取組に向けて（あ

いち健康の森健康科学総合センター 津下一代センター長） 
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4 KDBシステムの活用  

4 KDBシステムの活用 

国保データベース（KDB）システムは、国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種

制度の審査支払業務及び保険者共同電算業務を通じて管理する特定健診・特定保健指導、

医療（後期高齢者医療を含む。以下同じ。）、介護保険等にかかる情報を利活用し、統計

情報等を保険者向けに提供するとともに、保険者からの委託を受けて個人の健康に関す

るデータを作成し提供することで、保険者の効率的かつ効果的な保健事業・介護の実施

をサポートすることを目的として構築しました。 

 

本プログラムでは、国保データベース（KDB）システムの「介入支援対象者一覧（栄

養・重症化予防等）」等の画面から出力されるCSVデータを使用し、糖尿病性腎症重症

化予防事業の対象者抽出、事業の評価を行う方法を紹介します。 

 
図 4-1 KDBシステムの活用 

活用場面 内容 補足 

1. 対象者の抽出 

1.1健診・レセプトデータの

有無からの対象者の把握 
 

1.2腎機能低下の程度を指

標とした対象者の把握 
 

2.事業評価（対象者） 

2.1健診結果、検査値の変化 健診受診を前提 

2.2医療機関への受診確認 糖尿病受診 

2.3新規人工透析の導入有

無の確認 
 

3.事業評価（事業全体） 

3.1健診結果、検査値の変化 最大値、最小値、中央値、平均値 

3.2医療費の変化 
医療受診率、医療費全体･入院･外

来ごとの医療費 
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4 KDBシステムの活用  

4.1 対象者の抽出 

4.1.1 健診・レセプトデータの有無からの対象者概数把握(ABCDE) 

糖尿病性腎症重症化予防事業対象者の選定基準を検討する前に、保険者における糖尿

病性腎症対象者の概数を把握する必要があります。 

希望者を募る手上げ方式で保健指導を行う事業では、保険者では特定健診も医療も受

けていない人の健康状態が把握できない等の課題から、保険者や地域全体にどのくらい

の対象者がいるのか、そのうちどのくらいの割合で必要な対象者に対し保健指導できて

いるのか不明です。 

事業対象者の全体像を把握した上で、実施可能性を考慮して対象者を絞り込むことが

重要となります。また、対象者の絞り込みの際は、糖尿病治療の有無、糖尿病性腎症病

期、検査値等の情報を参考に優先順位を検討していく必要があります。 

保険者が保有する健診・レセプトデータを活用した対象者抽出の考え方を図 4-2に

示します。 

 
図 4-2 対象者抽出の考え方 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

 

対象者抽出の考え方には、健診受診者から対象者を抽出する「A：糖尿病性腎症＋受

診なし」「B：糖尿病性腎症＋受診あり」「C：糖尿病基準該当＋受診なし」と、健診未受

診者であるためレセプトから対象者を抽出する「D：糖尿病治療中」「E：過去に糖尿病

治療歴あり、現在治療中断」の大きく2つがあります。 
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4 KDBシステムの活用  

図 4-3 健診受診者からの対象者の把握 

 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

 

なお、健診未受診者でレセプトから対象者を抽出するD･Eについては、地域の実情

に応じ、以下の条件を考慮しながら優先順位をつけます。 

 

・糖尿病で治療中であったものの、受診中断している人 

・糖尿病の初診日が10年以上前の人 

・糖尿病網膜症で治療中の人 

・上記のうち、尿アルブミン値などの腎機能検査をしていない人 

・疾患名に「糖尿病性腎症」があるものの、専門病院にかかっていない（食事療法

などの指導を受けていない）人 

 

図 4-2、図 4-3に示すA、B、C、D、Eに該当する人数や対象者の把握方法は、別添

『KDBシステムを使用した糖尿病性腎症対象者の概数把握手順』を参照してください。 
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4 KDBシステムの活用  

4.1.2 腎機能低下の程度を指標とした対象者の把握 

腎機能低下の程度を指標とした、対象者数把握のための表を以下に示します。 

 

図 4-4 腎機能低下の程度を指標とした対象者の抽出 

 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

透析に移行するまでの期間は通常、aが一番短く、次いでb、その次がc、一番長いの

がc’となります。 

aはＰ7 図 3-5の腎症４期、bは腎症３期に該当するため、確実に把握することが必

要です。c及びc’は腎症2期又はCKD（慢性腎臓病）の基準に該当します。c、c’以下の場

合は、Ｐ21 図 3-17の定義の④の項目に当てはまる人を優先し出力することが望まし

いです。c’のうち尿蛋白（－）でeGFRが低下している状態は、「糖尿病合併CKD」に相

当します。eGFRの変化を見るため、医療機関のデータを積極的に活用するとよいでし

ょう。なお、感染症や血圧管理不良、薬剤の影響などにより、軽症でも急に腎機能が低

下する場合があるので、注意が必要です。 

 

図 4-4の中の各人数は、KDBシステムを活用して把握することができます。別添

『KDBシステムを使用した腎機能低下の程度を指標とした対象者の抽出手順』を参照し

てください。 

4.1.3 KDBシステム既存機能での対象者把握 

これまで紹介した抽出方法のほかにも、KDBシステムの既存機能により、様々な条件

設定による対象者の把握ができま

す。 

「介入支援対象者の絞込み（栄養・

重症化予防等）」（S20_040）画面で

は、健診情報、医療情報等の組み合

わせによる抽出条件の設定が可能

です。 

糖尿病性腎症重症化予防事業にお

ける対象者抽出では、HbA1cや血

糖、血圧、医療受診状況等で条件を

設定できます。対象者の抽出方法等

については、別添『KDBシステムの

既存帳票を利用した対象者抽出か

ら事業評価までの手順』を参照してください。 
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4 KDBシステムの活用  

4.2 事業評価（対象者単位） 

4.2.1 健診結果、検査値の変化 

KDBシステムの帳票「介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）」（ID：P27_009）

を用いて事業対象者を事前に登録しておくと、KDBシステムの帳票「介入支援実施前後

の比較（栄養・重症化予防等）＿個人別」（ID：P27_010）から、事業実施前後の健診

結果、検査値の変化を、対象者単位で確認することが可能です。 

 

 

 

4.2.2 医療機関への受診確認 

健診結果、検査値の変化と同様、KDBシステムの帳票「介入支援実施前後の比較（栄

養・重症化予防等）＿個人別」（ID：P27_010）から、事業実施前後の医療機関受診状

況の変化を、対象者単位で確認することが可能です。 
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4 KDBシステムの活用  

4.2.3 新規人工透析の導入有無の確認 

年度ごとの人工透析導入の有無は、KDBシステム帳票「介入支援対象者一覧」（ID：

P27_009）CSVデータを加工することでできます。 

月ごとの人工透析の導入有無（状況）を確認する場合、KDBシステムの帳票「厚生労

働省様式（様式２－２）人工透析患者一覧表」（ID：P21_020）のCSVデータを加工す

ることで確認できます。 

 

 

 

 

帳票CSVデータ出力後、被保険者証記号番号、氏名で名寄せすることにより、当該年

度内に１度でも人工透析を導入した人数を把握することができます。 

また、名寄せ後のデータを前年度と比較することにより、前年度透析がなく、当年度

透析を導入した人数を把握(※)することができます。 

 

※「前年度透析がなく当年度に透析のあった人数」には、「新規の透析導入者」、「透

析導入者であって新たに当該保険者の被保険者になった者」が含まれます。 

 

上記は、別添『国保データベース（KDB）システム活用マニュアル（抜粋）』の、「糖

尿病性腎症リスクの状況（人工透析患者数）を確認する」を参照してください。 
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4 KDBシステムの活用  

4.3 事業評価（事業全体） 

4.3.1 健診結果、検査値の変化 

KDBシステムの帳票「介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）」（ID：P27_009）

を用いて事業対象者を事前に登録しておくと、KDBシステムの帳票「介入支援実施前後

の比較（栄養・重症化予防等）＿全体」（ID：P27_011）から、事業実施前後の健診結

果、検査値の変化を、事業全体で確認することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 医療費の変化 

健診結果、検査値の変化と同様、KDBシステムの帳票ID：P27_011「介入支援実施

前後の比較（栄養・重症化予防等）＿全体」から、事業実施前後の医療費の変化を、事

業全体で確認することが可能です。 
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なお、前年度の年間医療費と比較したい

場合、対象者抽出時点で表示値が固定さ

れますので、KDB システム上で前年度の

年間医療費が確定となる当年６月以降

（KDB 月次データ取込後）に前年度デー

タから対象者を抽出してください。 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー 

5.1 国保連合会の強みを活かす研修 

国保連合会には、以下の強みがあります 

 KDBシステムを活用し保険者へ情報を提供することができる 

 支援・評価委員会を活用し、研修実施後も保険者の事業を継続して支援できる 

 日頃より保険者と接していていることから、地域の実情を理解し、地域の特性に応

じた支援ができる 

これらの強みを活かし、研修を実施します。 

5.2 研修開催までに準備、実施すること 

5.2.1 研修企画・実施チームを形成する 

研修の企画、立案、実施を担う担当者として、以下のメンバーが挙げられます。以下

のメンバーを中心として、研修の企画・実施をするチームを形成します。 

 保健事業の担当者 

 KDBシステムの担当者 

 都道府県国保担当部署の担当者 

 上記所管する管理者（責任者） 

 保健事業支援・評価委員会の委員 

後述するように、都道府県と連携・共同開催するような場合には、都道府県担当者と

一緒にチームを形成します。 

5.2.2 糖尿病性腎症重症化予防事業にかかわる基本事項をおさえる 

国が作成した「糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き」や「糖尿病性腎

症重症化予防プログラム」等、研修実施に際して、糖尿病性腎症重症化予防事業にかか

わる基本事項をおさえる必要があります。（P4 3研修を企画する前に担当者がおさえるべき

ポイント） 

また、地域の実情に応じた各都道府県が策定した糖尿病性腎症重症化予防プログラム

の内容を確認し、都道府県の糖尿病対策推進会議の活動状況についても把握することが

重要です。 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5.2.3 関係者の状況を把握し、課題を整理する 

糖尿病性腎症の重症化予防については、既に多くの市町村において、事業が実施され

ています。また、事業実施に向けた研修についても、国や都道府県、国保連合会でも実

施されています3。 

そのため、研修の企画・立案に際しては、研修の対象者にとって有益な知識・技術の

習得の場となるように、対象となる事業の実施状況や関係機関における研修の実施状況

等の現状を把握し、参加する保険者のニーズに応じた研修計画を立案することが求めら

れます。 

 保険者における事業の取組状況、研修に対するニーズの把握 

保険者の事業の取組状況や研修に対する保険者のニーズをあらかじめ把握し、参加者

にとって有意義な研修を計画する必要があります。 

2019年2月に国保中央会が実施した「国保連合会保健事業推進委員会国保連合会保健

師部会における検討事項にかかる調査」では、国保連合会が保険者での糖尿病性腎症重

症化予防事業の取組状況を把握しているかについて調べました。その結果、図 5-1のと

おり、「取組状況を把握している」連合会は29連合会（61.7％）、「支援・評価委員会等

を活用し、すでに支援を実施している」連合会が25連合会（53.2％）で、保険者の「取

組状況を把握していない」連合会は5連合会（10.6％）となっており、大半の国保連合

会は保険者における取組状況を把握していると回答しました。 

国保連合会は、研修に参加する保険者に対し、受講前に事前課題を依頼します。現状

でどのような取組を行っているか、事業実施に際し、保険者がなにを課題としているか、

なにに困っているかを把握、ニーズに沿った研修を企画するよう努めます。 

 

図 5-1 国保連合会が保険者での糖尿病性腎症重症化予防事業の取組状況を把握しているか 

 

出典：2019年2月実施「国保連合会保健事業推進委員会国保連合会保健師部会における検討事項にかかる調査結果」 

                                                          

3 2019 年 2 月実施の「国保連合会保健事業推進委員会国保連合会保健師部会における検討事項にかかる

調査結果」では、2018 年度に糖尿病性腎症重症化予防についての研修会を保険者向けに開催もしくは予

定していた連合会は 34、2019 年度に糖尿病性腎症重症化予防に関する研修会の開催を予定している連合

会は 34。 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

  KDBデータを活用し都道府県内における保険者の現状を把握 

研修会開催に際し、都道府県全体及び都道府県内の保険者の糖尿病性腎症対象者の現

状を明らかにします。研修においては、参加する保険者の担当者に、自身の状況を振り

返り、認識してもらうために、必要なデータの準備を行います。 

具体的には、「4 KDBシステムの活用」に示すような、保険者における糖尿病性腎症

の対象者数に関連するデータを集計し、保険者が事業を企画するための一助となるよう

支援します。 

小規模な保険者では、十分な対象者数が得られないため、本来、保険者自身が実施す

べき対象者の優先順位の設定が困難である場合が考えられます。そのような場合は、都

道府県全体の状況や同じ地域の同規模保険者を合算した状況を確認することにより、取

り組む事業の方向性を検討するように促します。 

国保連合会がKDBデータを活用し、都道府県全体の状況について必要なデータを準備

し、事前に保険者に提供する、もしくは研修内で活用するようにしましょう。可能な場

合には、保険者自らにKDBシステムを操作してもらい、地域の実情をデータから主体的

に把握することを事前課題として設定することも考えられます。医療費や健診結果の経

年変化、事業対象者の選定基準及び対象人数を確認することにより、保険者の抱える課

題を認識し、自分たちの保険者が、課題を解決するための方策として今できていること、

できていないことを整理することが可能になります。 

 

 都道府県との連携、調整 

都道府県は、都道府県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムを作成しています。また、

医療費の適正化を推進するなど、主体的に糖尿病性腎症重症化予防に取り組むとともに、

重症化予防に取り組む保険者への支援を行っています。 

都道府県主催で、市町村を対象とした重症化予防の取組の研修会を開催している場合、

研修の目的、内容、対象を確認します。都道府県が実施する研修と国保連合会が開催す

る研修との間で役割分担する等の整理を行い、国保連合会においては、KDBシステムの

活用に関する内容等、保有している情報の提供を行う等を含めた研修を開催します。都

道府県と連携し、都道府県・国保連合会がそれぞれの強みを活かしながら、研修会を実

施します。 

5.2.4 研修計画を作成する 

保険者は、時間や予算が限られている中で、研修に参加しています。国保連合会は、

保険者のニーズに沿った効果的な研修となるよう研修内容（カリキュラム）を検討する

必要があります。 

また、保険者では人事異動があるため、ノウハウの蓄積が難しい実態があります。研

修内容を組織やチームにどのように引き継ぎ、蓄積していくかも大変重要です。 

研修を行う「必要性」、研修を通じた現場の「継続性」を考慮した研修計画を作成しま

す。 

研修開催にあたり、研修計画に記載する事項を次に示します。  
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

 研修目的 

研修目的は研修修了時に期待される成果を示したものであり、現実に即した達成可能

な状態で表します。目的の表現は、「研修受講者が～になっている（求められる資質・

能力を獲得している状態）」とします。 

企画時には、参加する保険者が必要としている内容を認識し、常に目的とねらいを確

認しながら進める必要があります。 

そのためには、設定した「目的」を研修を企画・実施するチーム、関係者が共有、理

解できるように明文化（マニュアル化）し、常に軌道修正や立ち戻れるようにしておく

必要があります。 

 到達目標 

研修目的を達成するために、研修受講対象者である保険者が到達してほしい行動・事

柄を到達目標として設定します。 

具体的に観察可能な行動で示し、「研修受講者が～（観察可能な行動）ができる。」と

表現します。例えば、研修受講者が自保険者の現状に即した対象者の抽出条件を設定で

きる等とします。 

研修目的を合わせ、到達目標が達成できる研修内容となるよう常に意識する必要があ

ります。 

 対象者 

研修の対象者は糖尿病性腎症重症化予防事業を所管している部署の担当者になりま

す。保険者によっては、既に事業に取り組んでいる場合、これから事業に取り組もうと

いう場合があります。また、既に事業に取り組んでいる保険者においても、数年間事業

に携わっている者もいれば、異動によりはじめて事業に取り組む者もいます。さらに、

事業の企画や事務手続きを国保担当部署や後期高齢者医療担当部署にて所管し、保健指

導を衛生部門にて実施している場合や外部委託を活用している場合があります。 

そのため、保険者ごと、また保険者内の担当者間における知識・技術レベルはさまざ

まであるため、研修の企画においては、誰を対象にした研修とするのかを明確にするこ

とが求められます。 

 研修時期を考慮した内容 

研修する時期を考慮した研修内容とすることも大切なポイントです。 

年度初めでは、人事異動後間もない担当者を考慮し、これから事業を実施する際に必

要となる基礎情報の提供を主要テーマとした研修を実施します。 

初期の実務的な悩みが解消された７～9月など早い時期に開催する場合には、具体的

にどのように実施したらよいか実務的な研修を実施することが考えられます。 

研修の内容によっては、情報や知識の提供にとどまらず、グループディスカッション

等により研修の参加者に自ら考えてもらう参加型の研修のほうが適している場合もあ

ります。保険者同士での情報交換の機会もできるため、研修の成果を持ち帰り、自ら実

践してもらうには、できるだけ参加型の研修になる内容を用意することが重要です。 

 講師、発表者 

目的、ねらい、目指したい姿（テーマ）が明確になると、その実現に近づけるために

必要な専門性やスキルを持ち、且つ研修テーマにあった情報が提供可能な講師の選定が

容易となります。 

講師を選定したら、講師に対し、研修の目的、ねらい、テーマを説明する等の手順を

踏み、依頼します。その際、本書を用いてポイントを対面で説明することも有効です。 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

 なお、保険者から集めた事前課題の情報やKDBシステムによって予め明らかにした地

域の実情・課題を整理し、保険者の具体的なニーズが何であるかを講師に伝えるととも

に、どのような内容の研修としたいかについて、講師との間で十分に議論することが重

要です。 

講師の候補としては、地域における医療機関と保険者との連携について造詣が深い有

識者が望ましいと考えます。 

 開催時期 

研修開催のタイミングは大変重要です。対象者が参加しにくい時期・時間に設定して

しまうと、参加者が少なく、研修の目的を達成することが難しくなります。 

まず、時期は研修に参加する保険者の行事等のスケジュールを事前に把握するととも

に、保険者が事業を企画、実施、評価する時期を考慮した日程を組むことが重要です。 

 
図 5-2 2019年度糖尿病性腎症重症化予防の研修会の予定開催時期 

  

2019年2月実施「国保連合会保健事業推進委員会国保連合会保健師部会における検討事項にかかる調査結果」より 

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き（厚生労働省） 

 

5.2.5 事後課題（アクションプランの作成） 

研修受講後、参加者は自保険者に戻り、研修内容を振り返りながら、自保険者におい

てはどのような対象者に対し、どのような内容の事業を実施するかを検討することにな

ります。研修から得られた知識をもって、今後の実現可能な取組を庁内関係者と話し合

い、当該年度の取組内容、翌年度の取組内容を事後課題として計画（アクションプラン）

に取りまとめていただき、国保連合会に提出してもらいます。アクションプランを考え

る上で大事なことは、研修を受講して改めて知ったこと、現場に戻りやろうと思ったこ

となど自身の気づきです。 

国保連合会はその内容を確認・評価し、保健事業支援・評価委員会の協力を得て、研

修後においても個別に保険者をフォローしていくことが求められます。 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5.3 研修内容（案） 

国保連合会が開催する「糖尿病性腎症重症化予防セミナー」の目的、目標、研修内容

を示します。 

なお、本研修内容（案）で提示する内容は、「都道府県で策定されている糖尿病性腎

症重症化予防プログラム、糖尿病性腎症重症化予防事業について理解した上で、国保連

合会の持つ強みや特徴を活かした研修」を前提とし、国保連合会からの情報提供と、対

象者設定の考え方を学習することが研修プログラムの中心となっています。 

研修後は、国保・後期高齢者ヘルスサポート事業を活用し、保険者等の質問に応じる

など、継続的な支援を行っていくことが求められます。 

5.3.1 目的  

研修受講者である保険者の研修受講後におけるありたい姿（目的）は以下のとおり。 

 都道府県で策定されている糖尿病性腎症重症化予防プログラムの理解を深める。 

 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施における自保険者の課題に対する解決の糸口

が見つかる。 

 保険者が、自保険者の特徴に沿った事業の実施方法が企画・立案できるようになる。 

5.3.2 目標 

研修を受講することで保険者が到達してほしい事柄は以下のとおりです。保険者によ

って実施状況が異なり、到達してほしい事柄も異なるため、研修プログラムを立案する

際には、この点を考慮する必要があります。 

 

 自保険者で実施している糖尿病性腎症重症化予防事業の課題を明確化できる。 

 他保険者で実施している糖尿病性腎症重症化予防事業の取組内容を参考にして、保

険者で実施可能な方法を設定できる。 

 データをもとに、自保険者での適切な対象者を抽出できる。 

― 分析の視点を理解し、問題を見出す 

― 優先順位を判断する 

 データをもとにした自保険者での事業評価の方法を設定できる。 

― 評価指標となるデータを分析し、改善すべき事項が判断できる 

― 費用対効果や最終評価から、事業全体を評価する 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5.3.3 具体的な研修内容（例） 

国保連合会が開催する「糖尿病性腎症重症化予防セミナー」における研修内容は、以

下の構成とします。 

 

■ 糖尿病性腎症重症化予防事業の周知 

■ 実施内容の共有（保険者事例、KDBデータの活用） 

■ 実施にあたっての課題を解決するための方策を検討 

 

 内容 参照頁 

 主催者あいさつ  

事業の周知 糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて 39 

実施内容の共有 

糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について 40 

糖尿病性腎症重症化予防事業実施における KDB データの活用 41 

保険者が実施する糖尿病性腎症重症化予防事業の事例報告 41 

課題の解決 グループディスカッション 42 

 

 

 

 糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて 

内容 自県（都道府）の糖尿病性腎症重症化予防プログラムの説

明、周知を行います。 

講師（候補） 自県（都道府）国民健康保険課担当部署の職員 

配布資料 自県（都道府）の糖尿病性腎症重症化予防プログラム 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について 

内容 糖尿病性腎症重症化予防事業を保険者が実施するために

必要な事項、留意すべき事項を説明します。 

 

＜説明する内容（例）＞ 

 体制の整備 

・都道府県の役割、連携 

・都道府県糖尿病対策推進会議等との連携 

・医療機関等との連携 

 事業計画の策定 

・事業対象者抽出の考え方 

 重症化予防事業の実施 

・病期に合わせた保健指導と行動変容 

・糖尿病性腎症重症化予防における食事指導 

 事業の評価 

・事業評価の目的と方法 

・糖尿病性腎症重症化予防事業のアウトカム評価の

考え方 

・事業を外部委託する場合の留意点 

 高齢者の特性を踏まえた事業の留意点 

講師（候補） 地域における保険者と医療機関の連携について精通した

有識者 

配布資料 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

 糖尿病性腎症重症化予防事業実施におけるKDBデータの活用 

内容 KDBデータを活用した糖尿病性腎症対象者の概数把握・

抽出、事業の評価方法について説明します。 

 

＜説明する項目（例）＞ 

 対象者の抽出 

・健診・レセプトデータの有無からの対象者の把握 

・腎機能低下の程度を指標とした対象者の把握 

 事業評価（対象者） 

・健診結果、検査値の変化 

・医療機関への受診確認 

・新規人工透析の導入有無の確認 

 事業評価（事業全体） 

・健診結果、検査値の変化 

・医療費の変化 

発表者（候補） 国保連合会の担当職員 

配布資料 KDBシステムを使用した糖尿病性腎症対象者の概数把握

手順 

ヒント 

対象者の抽出については、『糖尿病性腎症重症化予防に関

する事業実施の手引き』のステップ1：事業の下準備 

「１ 対象者を選ぼう」参照 

 保険者が実施する糖尿病性腎症重症化予防事業の事例報告 

内容 実施した糖尿病性腎症重症化予防事業の経緯、概要、成果、

課題について、取組事例を発表します。 

 

＜発表する項目（例）＞ 

 基本事項（被保険者数、特定健診受診率、特定保健指

導実施率、高齢化率） 

 事業実施に至る経緯 

 実施体制（部署内体制、関係団体・都道府県との連携） 

 事業対象者・参加者 

 実施内容（受診勧奨or保健指導） 

 予算 

 実施後の評価（ストラクチャー、プロセス、アウトプ

ット、アウトカム） 

 総括（成果、課題、今後に向けて） 

発表者（候補） 保険者の担当職員 

配布資料 発表保険者作成資料 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

 グループディスカッション 

内容 テーマを設定し、グループディスカッションを実施しま

す。 

 

＜グループディスカッションのテーマ（例）＞ 

 対象者の抽出方法 

 事業実施後の評価方法 

 地域連携の方策 

 進捗管理方法 

 

＜グループディスカッションの進め方＞ 

 自己紹介 

 司会、書記、発表者を決める 

 意見交換 

 意見集約 

 発表準備（発表内容、発表資料作成） 

 発表 

コーディネーター 支援・評価委員会委員 

配布資料 自県（都道府）内の保険者で取り組む糖尿病性腎症重症化

予防事業の状況 

＜KDBデータを集計した資料を国保連合会においてあら

かじめ準備＞ 

グループディスカッションワークシート 

ヒント 

① 保険者ごとの取組を事前に把握したうえで、保険者が

抱える課題別や保険者の規模別、事業の進捗状況など

の情報から、適切なグループ分けをコーディネーター

と共に検討 

② 自保険者の取組を振り返り、事例や課題について共有

し、今後のアクションプランにつなげられるように支

援 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5.4 研修実施後の評価 

実施した研修の効果を確認し、次回に向けた見直し、改善を行うためにも、研修の振

り返り（評価）を行うことは重要です。 

研修実施直後、研修に対する満足度、目標達成度を保険者に確認し、評価を行います。

また、研修実施後の年度末には保険者において企画・実施した事業の内容を確認し、研

修受講による行動変容、成果を確認します。 

それらを基に国保連合会は、保険者の研修実施直後の評価、研修実施後の年度末の評

価を鑑み、実施した研修の内容が保険者の事業に寄与するものであったかなどを評価し

ます。 

 
図 5-3 研修実施後の評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 研修実施直後の評価 

研修実施直後、図 5-3のレベル１（満足度）、レベル２（目標達成）についての評価

をします。参加保険者に対し、評価シート（研修実施直後）を配布し、期限を設け回収、

可能な限り早急に集計します。国保連合会は、研修を受講した保険者が、事業の課題と

していた項目を、研修受講によって解決できたかなどを分析します。 

 

（１/３)

送付先：国民健康保険中央会保健福祉部保健事業課保健事業係　　　cyousa@kokuho.or.jp　　提出期限：令和○年○月○日

　　　　　　　　※該当する項目に、●又はチェックを入れてください。

5

保険者名

役職

電話番号

所属部署名

担当者名

e-mailアドレス

糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート

糖尿病性腎症重症化予防事業に、既に取り組
んでいますか
（取り組んでいる場合、取組開始からの年数）

　１. この研修に期待すること（研修受講前に記入してください）

　２．取り組んでいない

（1）

（１）．１年目

（２）．２～３年目

（３）．４年目～

　１．取り組んでいる

保険者用研修会直後

レベル１ 

満足度 

研修内容をもと

に事業の企画、

実施しているか

を確認します。 
  

研修を受け、知

識、スキルを習

得したかを確認

します。 
  

研修に対する満

足度、業務に活

かせるかを確認

します。 
  

事業の定着、成

果を確認しま

す。  

レベル２ 

目標達成 

レベル３ 

行動変容 

レベル４ 

成果 

5.4.1 研修実施直後の評価 

・事業の課題を解決できたか 保険者 

連合会 

5.4.2 研修実施後の 

年度末に実施する評価 

・研修内容を事業に活用で

きたか 

5.4.2 研修実施後の年度末に実施する評価 

・実施した研修の内容が保険者の事業に寄与するものであったか 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  

5.4.2 研修実施後の年度末に実施する評価 

 保険者が実施する評価 

研修実施後の年度末、保険者は、図 5-3のレベル３（行動変容）、レベル４（成果）

についての評価をします。国保連合会は、参加保険者の評価シート（研修実施後の年度

末）を保険者に配布し、期限を設け回収、可能な限り早急に集計します。国保連合会は、

研修を受講した保険者が実際に事業を実施するなかで、研修内容を活用できたかなどを

分析します。 

 

 

 国保連合会が実施する評価 

研修実施後の年度末、国保連合会は、保険者の各評価シートを基に事業評価を行いま

す。研修後の保険者における事業実施状況や保険者から受けた相談の状況を把握するこ

とにより、実施した研修の内容が保険者の事業に寄与するものであったかなどを分析し

ます。 

 

送付先：国民健康保険中央会保健福祉部保健事業課保健事業係　　　cyousa@kokuho.or.jp　　提出期限：令和○年○月○日

　　　　　　　※該当する項目に、●又はチェックを入れてください。

で
き
た
　
　
　
　
→

問
２

で
き
な
か

っ
た
　
→

問
３

大
変
役
立

っ
た
　
→

問
３

多
少
役
立

っ
た
　
→

問
３

役
立
て
て
い
な
い

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防

事
業
の
実
施
に
つ
い
て

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防

事
業
実
施
に
お
け
る
K
D
B

デ
ー

タ
の
活
用

保
険
者
が
実
施
す
る
糖
尿
病

性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業
の

事
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シ

ョ

ン そ
の
他

1 庁内連携 チーム形成（国保、衛生、広域等）

2 健康課題の把握

3 チーム内での情報共有

糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート
保険者名 所属部署名

役職 担当者名

電話番号 e-mailアドレス

（問２「研修が役立ったか」で「大変役立った」「多
少役立った」と回答した場合」）

どれが役立ったか（複数回答可）実施
できたか

P　計画・準備

事業の実施項目詳細

問１ 問３

（問１「実施できた
か」で「できた」と回
答した場合）

研修が役立ったか

問２

事業実施後 保険者用
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（１/３)

送付先：国民健康保険中央会保健福祉部保健事業課保健事業係　　　cyousa@kokuho.or.jp　　提出期限：令和○年○月○日

　　　　　　　　※該当する項目に、●又はチェックを入れてください。

5

5

5

（2）
（（1）で「１．取り組んでいる」と回答した方）
現在実施している取組における課題を選択
してください（複数回答可）

　２. 課題解決につながったか（研修受講後に記入してください　以降、同様）

（1） この研修は、課題の解決に寄与しましたか

　１．研修内容は課題解決に寄与した

　２．研修内容は課題解決に寄与しなかった
（理由を記入してください）

＜感想＞

（1）

（2）

（具体的に記入してください）

（１）．１年目

（２）．２～３年目

（３）．４年目～

　１．取り組んでいる

当該内容について、研修を受講したことで理
解が深まりましたか

糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート

糖尿病性腎症重症化予防事業に、既に取り
組んでいますか
（取り組んでいる場合、取組開始からの年
数）

　３．糖尿病性腎症重症化予防事業実施におけるKDBデータの活用

　４．保険者が実施する糖尿病性腎症重症化予防事業の事例報告

　５．グループディスカッション

　６．その他

　１. この研修に期待すること（研修受講前に記入してください）

（1）
当該内容は研修受講前から理解していまし
たか

　２．取り組んでいない

（3）
研修プログラムのうち興味があるものを選
択してください（複数回答可）

　１．糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて

　２．糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について

　６．KDBを用いた事業評価（事業全体）

　１．体制の整備

　２．事業計画の策定

　４．重症化予防事業の実施

　５．KDBを用いた事業評価（対象者）

（広域連合のみ）
　７．高齢者の特性を踏まえた事業の留意点

　３．KDBを用いた対象者の抽出

　３. 糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて

　８．その他
（具体的に記入してください）

　１．十分理解していた

　２．ある程度理解していた

　３．あまり理解できていなかった

　４．理解できていなかった

　１．理解が深まった

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった

　４．既知の内容であった

保険者名

役職

電話番号

所属部署名

担当者名

e-mailアドレス

保険者用研修会直後
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糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート

保険者用研修会直後

（２/３)

5

5

5

5

5

　５．実施後の評価（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウト
カム）

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった

　４．既知の内容であった

　４．実施内容（受診勧奨or保健指導）

　６．総括（成果、課題、今後に向けて）

（2）

（（2）で「１．理解が深まった」「２．ある程度
理解が深まった」と回答した方）
理解が深まった項目を選択してください（複
数回答可）

　２．事業計画の策定

　４．事業の評価

　１．体制の整備

（広域連合のみ）
　５．後期高齢者の特性を踏まえた事業の留意点

　４．既知の内容であった

　１．十分理解していた

　４. 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について

　６. 保険者が実施する糖尿病性腎症重症化予防事業の事例報告

＜感想＞

＜感想＞

（（1）で「１．理解が深まった」「２．ある程度
理解が深まった」と回答した方）
理解が深まった項目を選択してください（複
数回答可）

　１．実施体制（部署内体制、関係団体・都道府県との連携）

　２．事業対象者・参加者

　３．糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について

（2）
当該内容について、研修を受講したことで理
解が深まりましたか

（1）
当該内容は研修受講前から理解していまし
たか

　３．重症化予防事業の実施

（1）
事例発表を聞いて、事業に対する理解が深
まりましたか

（3）

　２．ある程度理解していた

　３．あまり理解できていなかった

　４．理解できていなかった

　１．理解が深まった

　１．理解が深まった

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった

　５. 糖尿病性腎症重症化予防事業実施におけるKDBデータの活用

（1）
当該内容は研修受講前から理解していまし
たか

　１．十分理解していた

　２．ある程度理解していた

　３．あまり理解できていなかった

　４．理解できていなかった

（2）
当該内容について、研修を受講したことで理
解が深まりましたか

　１．理解が深まった

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった

　４．既知の内容であった

（3）

（（2）で「１．理解が深まった」「２．ある程度理解が
深まった」と回答した方）
理解が深まった項目を選択してください（複数回答
可）

　１．対象者の抽出

　２．事業評価（対象者）

　３．事業評価（事業全体）

＜感想＞
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糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート

保険者用研修会直後

（３/３)

5

5

5

ご協力ありがとうございました。

（1）

（2）
当該内容について、研修を受講したことで理
解が深まりましたか

（1）
当該内容は研修受講前から理解していまし
たか

　７. グループディスカッション

　８. その他（各国保連合会において独自に行った研修内容について）

＜感想＞

グループディスカッションをしたことで、事業
に対する理解が深まりましたか

　４．既知の内容であった

　１．理解が深まった

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった

　４．既知の内容であった

　１．十分理解していた

　２．ある程度理解していた

　３．あまり理解できていなかった

　４．理解できていなかった

＜感想＞

　１．理解が深まった

　２．ある程度理解が深まった

　３．あまり理解できなかった
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送付先：国民健康保険中央会保健福祉部保健事業課保健事業係　　　cyousa@kokuho.or.jp　　提出期限：令和○年○月○日

　　　　　　　※該当する項目に、●又はチェックを入れてください。
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事
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の

事
例
報
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グ
ル
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デ
ィ
ス
カ
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シ

ョ

ン そ
の
他

1 庁内連携 チーム形成（国保、衛生、広域等）

2 健康課題の把握

3 チーム内での情報共有

4 保健事業の構想を練る（予算等）

5 地域連携 医師会等への相談（情報提供）

6 糖尿病対策推進会議等への相談

7 情報連携方法の確認

8 事業計画 対象者選定基準検討

9 基準に基づく該当者数試算

10 介入方法の検討

11 予算・人員配置の確認

12 実施方法の決定

13 計画書作成

14 募集法の決定

15 マニュアル作成

16 保健指導等の準備

17 （外部委託の場合）事業者との協議、関係者への共有

18 個人情報の取り決め

19 苦情、トラブル対応

20 事業実施 介入開始（受診勧奨）

21 記録、実施件数把握

22 かかりつけ医との連携状況把握

23 レセプトにて受診状況把握

24 募集（複数の手段で）

25 対象者決定

26 介入開始（初回面接）

27 継続的支援

28 カンファレンス、安全管理

29 かかりつけ医との連携状況把握

30 記録、実施件数把握

31 事業評価 ３か月後実施状況評価

32 ６か月後評価（実施状況、データ）

33 １年後評価（健診・レセプト）

34 医師会等への事業報告

35 糖尿病対策推進会議等への報告

36 改善点の検討

37 マニュアル修正

38 次年度計画策定
ご協力ありがとうございました。

問３

D　受診勧奨

D　保健指導

（問１「実施できた
か」で「できた」と回
答した場合）

研修が役立ったか

問２

事業の実施項目詳細

問１

糖尿病性腎症重症化予防に関する研修の評価シート

次年度事
業修正

保険者名 所属部署名

役職 担当者名

電話番号 e-mailアドレス

（問２「研修が役立ったか」で「大変役立った」「多
少役立った」と回答した場合」）

どれが役立ったか（複数回答可）実施
できたか

P　計画・準備

C　評価報告

A　改善

事業実施後 保険者用
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予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実
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■
進

捗
管

理
シ
ー
ト

４
５

６
７

８
９

１
０

１
１

１
２

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１
０

１
１

１
２

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１
０

１
１

１
２

１
２

３
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

月

中
項

目

（
参
考
）

n
+
1
年
度

n
年
度
（
事
業
実
施
年
度
）

n
-
1
年

度

大
項

目
小

項
目

担
当

※
複

数
の

場
合

◎
主

担
当

○
確

認
者

外
部

（
関

係
機

関
）

募
集

（
複

数
の

手
段

で
）

事
業

者

事
業

者

次
年

度
事

業
修

正
A
　
改

善

マ
ニ
ュ
ア
ル

修
正

保
険

者

１
年

後
評

価
（
健

診
・
レ
セ
プ
ト
）

保
険

者
事

業
者

医
師

会
等

へ
の

事
業

報
告

保
険

者

改
善

点
の

検
討

保
険

者

継
続

的
支

援
事

業
者

記
録

、
実

施
件

数
把

握

事
業

者

３
か

月
後

実
施

状
況

評
価

保
険

者
事

業
者

６
か

月
後

評
価

（
実

施
状
況

、
デ
ー
タ
）

保
険

者
事

業
者

記
録

、
実

施
件

数
把

握
事

業
者

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
安

全
管

理
事

業
者

か
か

り
つ
け
医

と
の

連
携

状
況

把
握

事
業

者

対
象

者
決

定
事

業
者

介
入

開
始

（
初

回
面

接
）

事
業

者

レ
セ
プ
ト
に
て
受

診
状

況
把

握

事
業

者

か
か

り
つ
け
医

と
の

連
携

状
況

把
握

事
業

者

介
入

開
始

（
受

診
勧

奨
）

次
年

度
計

画
策

定
保

険
者

糖
尿

病
対

策
推

進
会

議
等

へ
の

報
告

保
険

者

事
業

実
施

事
業

評
価

C
　
評

価
報

告

D
　
保

健
指

導

D
　
受

診
勧

奨
予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実 予 ・ 実
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K
D

B
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
た

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

手
順


本

編
、

「4
.1

.1
健

診
・レ

セ
プ

ト
デ

ー
タ

の
有

無
か

ら
の

対
象

者
概

数
把

握
(A

B
C

D
E
)」

で
紹

介
し

た
K
D

B
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
た

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

手
順

と
な

り
ま

す
。


当

手
順

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
務

連
絡

を
参

照
願

い
ま

す
。

20
19

年
1月

8日
国

民
健

康
保

険
中

央
会

「糖
尿

病
性

腎
症

重
症

化
予

防
プ

ロ
グ

ラ
ム

」に
係

る
平

成
30

年
度

厚
労

省
科

学
研

究
に

お
け

る
K
D

B
活

用
手

順
に

つ
い

て
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【
前

提
事

項
】

・
当

手
順

は
、

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

を
目

的
と

し
た

手
順

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

・
対

象
者

を
K
D

B
シ

ス
テ

ム
に

登
録

す
る

場
合

の
手

順
（
保

健
事

業
名

の
事

前
登

録
、

対
象

者
一

覧
と

保
健

事
業

名
の

紐
付

、
C

S
V

一
括

登
録

等
）
に

つ
い

て
は

、
以

下
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
参

照
く
だ

さ
い

。

＜
参

照
先

：
「
端

末
操

作
マ

ニ
ュ

ア
ル

（保
健

事
業

介
入

支
援

管
理

機
能

編
）」

＞

〇
保

健
事

業
名

の
事

前
登

録

：
『1

4
.2

 保
健

事
業

名
の

登
録

』

〇
対

象
者

一
覧

と
保

健
事

業
名

の
紐

付

：
『1

4.
8 

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）
』

『1
4
.1

4 
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（服
薬

管
理

）』

〇
C

S
V

一
括

登
録

：
『1

4
.8

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）

-
14

.8
.3

.4
.4

C
S
V

一
括

登
録

』

『1
4
.1

4
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（服
薬

管
理

）
-

14
.1

4.
3.

4.
4

C
S
V

一
括

登
録

』

1
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・
糖

尿
病

性
腎

症
対

象
者

の
概

数
把

握
手

順
で

は
、

以
下

の
E
xc

el
フ

ァ
イ

ル
・C

S
V

フ
ァ

イ
ル

を
使

用
し

ま
す

。

・
国

保
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（
K
D

B
）シ

ス
テ

ム
か

ら
C

S
V

出
力

し
た

下
記

「（
３

）介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・
重

症
化

予
防

等
）
」
か

ら
デ

ー
タ

を
「
（
２

）
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」へ

コ
ピ

ー
し

、
E
xc

el
機

能
で

あ
る

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

で
各

条
件

に
合

致
す

る
対

象
者

を
抽

出
し

ま
す

。
抽

出
し

た
人

数
を

「（
１

）事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

把
握

シ
ー

ト
」へ

記
入

す
る

こ
と

で
完

成
し

ま
す

。

当
手

順
で

使
用

す
る

フ
ァ

イ
ル

（１
）

事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

把
握

シ
ー

ト
糖

尿
病

性
腎

症
対

象
者

の
概

数
把

握
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

お
よ

び
対

象
者

抽
出

の
考

え
方

の
表

と
な

り
ま

す
。

当
手

順
に

付
随

す
る

E
xc

el
フ

ァ
イ

ル
で

す
。

（２
）

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

条
件

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
の

各
項

目
に

該
当

す
る

条
件

が
設

定
さ

れ
て

ま
す

。
当

手
順

に
付

随
す

る
E
xc

el
フ

ァ
イ

ル
で

す
。

（３
）

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）

国
保

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

（
K
D

B
）シ

ス
テ

ム
の

機
能

（介
入

支
援

対
象

者
の

絞
り

込
み

）か
ら

出
力

す
る

も
の

で
す

。
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

で
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
し

ま
す

。

2
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（
１

）
「
事

業
評

価
シ

ー
ト

対
象

者
把

握
シ

ー
ト

」の
概

要

糖
尿

病
性

腎
症

重
症

化
予

防
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
係

る
平

成
30

年
度

厚
労

省
科

学
研

究
に

お
け

る
K
D

B
活

用
手

順
と

し
て

示
さ

れ
た

も
の

で
す

。
「
糖

尿
病

性
腎

症
対

象
者

の
概

数
把

握
（フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

）」
お

よ
び

「対
象

者
抽

出
の

考
え

方
」が

一
つ

の
シ

ー
ト

と
な

っ
て

い
ま

す
。

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

（
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

）
対

象
者

抽
出

の
考

え
方

※
 対

象
者

抽
出

の
考

え
方

「
D

 糖
尿

病
治

療
中

尿
ア

ル
ブ

ミ
ン

、
尿

蛋
白

、
e
G

F
R

有
所

見
か

つ
医

師
の

推
薦

あ
り

」
に

つ
い

て
当

手
順

で
は

、
「

健
診

未
受

診
者

の
う

ち
、

当
年

度
に

糖
尿

病
に

該
当

す
る

レ
セ

プ
ト

ま
た

は
糖

尿
病

性
腎

症
（

1
型

・
2

型
糖

尿
病

腎
症

）
が

発
生

し
て

い
る

も
の

」
と

し
て

抽
出

し
ま

す
。

3
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抽
出

条
件

シ
ー

ト
一

覧

※
 シ

ー
ト

名
（

①
～

⑪
）

は
、

「
（

１
）

事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

概
数

把
握

シ
ー

ト
」

の
各

項
目

（
①

～
⑪

）
と

対
応

し
て

い
ま

す
。

※
 糖

尿
病

の
抽

出
条

件
は

、
「

2
型

糖
尿

病
」

ま
た

は
「

2
型

糖
尿

病
か

つ
1

型
糖

尿
病

」
が

抽
出

対
象

と
な

り
ま

す
。

①
腎

症
4
期

　
か

つ
　

糖
尿

病
治

療
あ

り
空

腹
時

血
糖

H
bA

1
c

2
型

糖
尿

病
e
G

F
R

e
G

F
R

服
薬

歴
2
型

糖
尿

病
>
=
1
2
6

>
0

<
3
0

=
血

糖
>
=
6
.5

>
0

<
3
0

=
血

糖
=
○

>
0

<
3
0

=
血

糖
>
=
1
2
6

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
>
=
6
.5

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
=
○

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
>
=
1
2
6

>
0

<
3
0

=
血

糖
 脂

質
>
=
6
.5

>
0

<
3
0

=
血

糖
 脂

質
=
○

>
0

<
3
0

=
血

糖
 脂

質
>
=
1
2
6

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
 脂

質
>
=
6
.5

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
 脂

質
=
○

>
0

<
3
0

=
血

圧
 血

糖
 脂

質
>
=
1
2
6

>
0

<
3
0

=
○

>
=
6
.5

>
0

<
3
0

=
○

=
○

>
0

<
3
0

=
○

（
例

）
①

「
腎

症
4

期
か

つ
糖

尿
病

治
療

あ
り

」
を

抽
出

す
る

条
件

「
（
１

）事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

把
握

シ
ー

ト
」
に

あ
る

糖
尿

病
性

腎
症

対
象

者
の

概
数

把
握

（フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
）の

各
項

目
に

該
当

す
る

条
件

が
設

定
さ

れ
て

ま
す

。
条

件
が

設
定

さ
れ

た
シ

ー
ト

は
、

以
下

の
抽

出
条

件
シ

ー
ト

一
覧

の
と

お
り

と
な

り
ま

す
。

4

カ
テ
ゴ
リ

シ
ー
ト
名

説
明

B
①

 「
腎

症
4
期

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

あ
り
」
を

抽
出

す
る

条
件

A
②

 「
腎

症
4
期

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

な
し

」
を

抽
出

す
る

条
件

B
③

 「
腎

症
3
期

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

あ
り
」
を

抽
出

す
る

条
件

A
④

 「
腎

症
3
期

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

な
し

」
を

抽
出

す
る

条
件

B
⑤

 「
腎

症
2
期

以
下

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

あ
り
」
を

抽
出

す
る

条
件

C
⑥

 「
腎

症
2
期

以
下

　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

な
し

」
を

抽
出

す
る

条
件

-
⑦

 「
腎

症
病

期
不

明
　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

あ
り
」
を

抽
出

す
る

条
件

C
⑧

 「
腎

症
病

期
不

明
　
か

つ
　
糖

尿
病

治
療

な
し

」
を

抽
出

す
る

条
件

D
⑨

 「
健

診
未

受
診

者
の

う
ち

、
当

年
度

に
糖

尿
病

に
該

当
す

る
レ

セ
プ

ト
ま

た
は

 糖
尿

病
性

腎
症

（
1
型

・
2
型

糖
尿

病
腎

症
）

が
発

生
し

て
い

る
も

の
」
を

抽
出

す
る

条
件

E
⑩

 「
健

診
未

受
診

者
の

う
ち

、
糖

尿
病

治
療

中
断

者
」
を

抽
出

す
る

条
件

  
※

「
糖

尿
病

治
療

中
断

者
」
は

、
H

2
9
年

度
の

み
使

用
不

可

-
⑪

 「
糖

尿
病

な
し

」
を

抽
出

す
る

条
件

（
２

）
「
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」の

概
要
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作
成

年
度

を
選

択
し

ま
す

。

具
体

的
な

手
順

①
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（栄
養

・重
症

化
予

防
等

）画
面

よ
り

、
対

象
者

一
覧

を
C

S
V

出
力

す
る

。

②
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
に

よ
り

以
下

を
選

択
し

ま
す

。
（

※
詳

細
は

P
3

の
条

件
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
）

・
条

件
①

～
⑧

⑪
：

健
診

実
績

あ
り

（
医

療
実

績
の

有
無

は
問

わ
ず

）
・

条
件

⑨
⑩

：
何

も
選

択
し

な
い

＜
抽

出
例

①
＞

「
腎

症
4
期

か
つ

糖
尿

病
治

療
あ

り
」を

抽
出

す
る

。
＜

条
件

例
①

＞
健

診
実

績
あ

り
（医

療
実

績
の

有
無

は
問

わ
ず

）

絞
込

み
の

対
象

が
1

0
万

件
を

超
え

る
場

合
、

一
覧

が
表

示
で

き
ま

せ
ん

。
後

期
広

域
連

合
等

、
対

象
が

1
0

万
件

を
超

え
る

場
合

は
、

性
別

や
年

齢
で

分
割

出
力

し
た

後
、

C
S

V
フ

ァ
イ

ル
の

一
覧

部
分

を
結

合
す

る
こ

と
に

よ
り

対
応

可
能

と
な

り
ま

す
。

ヒ
ン

ト

保
健

事
業

介
入

支
援

管
理

メ
ニ

ュ
ー

（
S

2
0

_
0

4
0

）
［

介
入

支
援

対
象

者
の

絞
込

み
（

栄
養

・
重

症
化

予
防

等
）

］
を

選
択

①

条
件

を
選

択
し

［
確

定
］

ボ
タ

ン
を

押
下

す
る

と
、

条
件

抽
出

処
理

が
行

わ
れ

、
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

画
面

に
遷

移
し

、
絞

込
み

結
果

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

③

②

介
入

支
援

対
象

者
の

絞
込

み
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（

S
27

_0
07

）

5

使
用

す
る

画
面
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介
入

支
援

対
象

者
の

絞
込

み
（

栄
養

・
重

症
化

予
防

等
）

画
面

か
ら

遷
移

後
、

C
S

V
（

全
頁

）
ボ

タ
ン

を
押

下
し

、
抽

出
デ

ー
タ

を
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

と
し

て
保

存
し

ま
す

。

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（

S
27

_0
09

）
①＜

抽
出

例
①

＞
「
腎

症
4
期

か
つ

糖
尿

病
治

療
あ

り
」を

抽
出

す
る

。
＜

条
件

例
①

＞
健

診
実

績
あ

り
（医

療
実

績
の

有
無

は
問

わ
ず

）

6

具
体

的
な

手
順

②
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（栄
養

・重
症

化
予

防
等

）画
面

よ
り

、
対

象
者

一
覧

を
C

S
V

出
力

す
る

。

使
用

す
る

画
面
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介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（
栄

養
・
重

症
化

予
防

等
）
C

S
V

フ
ァ

イ
ル

か
ら

、
「フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」へ

全
デ

ー
タ

を
コ

ピ
ー

し
ま

す
。

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）
.c

sv
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
.x

ls
x

「
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（
栄

養
・

重
症

化
予

防
等

）
」

C
S

V
フ

ァ
イ

ル
か

ら
、

「
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」

の
新

し
く

作
成

し
た

シ
ー

ト
へ

全
デ

ー
タ

を
コ

ピ
ー

し
ま

す
。

②

＜
ワ

ー
ク

シ
ー

ト
の

挿
入

＞
こ

こ
を

ク
リ

ッ
ク

す
る

こ
と

で
新

し
い

シ
ー

ト
が

作
成

さ
れ

ま
す

。
※

[ホ
ー

ム
]-

[セ
ル

]-
[挿

入
]-

[シ
ー

ト
の

挿
入

]で
も

可

ヒ
ン

ト

「
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」

へ
新

し
い

シ
ー

ト
を

作
成

し
ま

す
。

①

7

具
体

的
な

手
順

③
C

S
V

出
力

し
た

一
覧

か
ら

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

機
能

を
使

用
し

て
、

対
象

者
を

集
計

す
る

。

使
用

す
る

フ
ァ

イ
ル

＜
全

デ
ー

タ
の

選
択

＞
こ

こ
を

ク
リ

ッ
ク

す
る

こ
と

で
全

デ
ー

タ
が

選
択

さ
れ

ま
す

。
※

[ 
C

tr
l 
] 

+
 [

 A
 ]

で
も

全
選

択
が

可

ヒ
ン

ト
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コ
ピ

ー
し

た
デ

ー
タ

か
ら

７
行

目
以

降
の

全
て

デ
ー

タ
を

選
択

し
ま

す
。

選
択

後
、

デ
ー

タ
タ

ブ
に

あ
る

「
詳

細
設

定
」

を
ク

リ
ッ

ク
し

、
「

フ
ィ

ル
タ

-
オ

プ
シ

ョ
ン

の
設

定
」

を
開

き
ま

す
。

①
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
.x

ls
x

「
リ

ス
ト

範
囲

」
に

選
択

し
た

範
囲

が
表

示
さ

れ
ま

す
。

②

「
検

索
条

件
範

囲
」

に
、

使
用

す
る

フ
ィ

ル
タ

の
シ

ー
ト

の
２

行
目

以
降

、
条

件
が

記
入

さ
れ

て
い

る
部

分
を

全
て

選
択

し
ま

す
。

※
各

行
の

検
索

条
件

が
O

R
条

件
と

し
て

扱
わ

れ
、

各
行

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

被
保

険
者

が
フ

ィ
ル

タ
表

示
さ

れ
ま

す
。

③

以
下

の
方

法
で

対
象

デ
ー

タ
を

す
べ

て
選

択
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
１

．
セ

ル
A

7
を

選
択

。
２

．
C

tr
l 
+
 S

h
if
t 

を
押

し
な

が
ら

、
”
→

”
を

押
下

。
３

．
C

tr
l 
+
 S

h
if
t 

を
押

し
な

が
ら

、
”
↓

”
を

押
下

。

ヒ
ン

ト

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
デ

ー
タ

か
ら

、
E
xc

e
lの

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

機
能

を
使

用
し

て
、

各
々

の
条

件
に

合
致

す
る

対
象

者
を

集
計

し
ま

す
。

O
K

ボ
タ

ン
を

押
下

し
ま

す
。

④

8

具
体

的
な

手
順

④
C

S
V

出
力

し
た

一
覧

か
ら

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

機
能

を
使

用
し

て
、

対
象

者
を

集
計

す
る

。

使
用

す
る

フ
ァ

イ
ル
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フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

機
能

を
使

用
し

て
把

握
し

た
デ

ー
タ

件
数

の
値

を
、

「
事

業
評

価
シ

ー
ト

対
象

者
把

握
シ

ー
ト

」の
該

当
箇

所
へ

入
力

し
ま

す
。

「
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」①

～
⑪

に
つ

い
て

値
を

算
出

し
、

「
事

業
評

価
シ

ー
ト

対
象

者
把

握
シ

ー
ト

」
へ

入
力

す
る

こ
と

で
、

対
象

者
の

概
数

を
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

条
件

.x
ls

x
事

業
評

価
シ

ー
ト

対
象

者
把

握
シ

ー
ト

.x
ls

x

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

値
（

見
つ

か
っ

た
個

数
）

を
「

事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

把
握

シ
ー

ト
」

の
対

応
す

る
箇

所
（

①
～

⑪
）

へ
入

力
し

ま
す

。

①

「
フ

ィ
ル

タ
詳

細
設

定
条

件
」

①
～

⑪
に

つ
い

て
、

各
値

を
算

出
し

、
「

事
業

評
価

シ
ー

ト
対

象
者

把
握

シ
ー

ト
」

へ
入

力
す

る
こ

と
で

、
対

象
者

の
概

数
を

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

②

9

具
体

的
な

手
順

⑤
C

S
V

出
力

し
た

一
覧

か
ら

フ
ィ

ル
タ

詳
細

設
定

機
能

を
使

用
し

て
、

対
象

者
を

集
計

す
る

。

使
用

す
る

フ
ァ

イ
ル
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本
文
、
「4

.1
.2

 腎
機
能
低
下
の
程
度
を
指
標
と
し
た
対
象
者
の
把
握
」で

紹
介
し
た

K
D

B
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
腎
機
能
低
下
の
程
度
を
指
標
と
し
た
対
象
者
の
抽
出
手
順
と
な
り
ま
す
。

K
D

B
シ
ス
テ
ム
を
使

用
し
た
腎

機
能

低
下

の
程

度
を
指

標
と
し
た
対

象
者

の
抽

出
手

順
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【
前

提
事
項
】

・
当
手
順
は

、
腎

機
能

低
下

の
程

度
を
指

標
と
し
た
対
象

者
の

概
数
把
握

を
目

的
と
し
た
手

順
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

・
対
象
者
を

K
D

B
シ
ス
テ
ム
に
登

録
す
る
場
合
の

手
順
（
保
健

事
業
名

の
事
前

登
録

、
対

象
者

一
覧

と

保
健
事
業
名

の
紐

付
、

C
S
V
一

括
登
録

等
）
に
つ
い
て
は
、
以
下

マ
ニ
ュ
ア
ル

を
参

照
く
だ
さ
い
。

＜
参

照
先

：
「
端

末
操

作
マ
ニ
ュ
ア
ル
（保

健
事

業
介
入

支
援
管

理
機
能

編
）」

＞

〇
保

健
事

業
名

の
事

前
登

録

：
『1

4
.2

 保
健

事
業

名
の

登
録

』

〇
対

象
者

一
覧

と
保

健
事

業
名
の

紐
付

：
『1

4.
8 
介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（栄

養
・重

症
化
予
防
等
）
』

『1
4
.1

4 
介

入
支

援
対

象
者
一

覧
（服

薬
管

理
）』

〇
C

S
V
一

括
登

録

：
『1

4
.8

介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）

-
14

.8
.3

.4
.4

C
S
V
一

括
登

録
』

『1
4
.1

4
介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（服
薬

管
理

）
-

14
.1

4.
3.

4.
4

C
S
V
一

括
登

録
』

1
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腎
機

能
低
下
の
程
度
を
指
標
と
し
た
対
象
者
の
把
握
の

概
要

2

本
編

、
「
4.

1
.2

 腎
機

能
低
下

の
程
度

を
指

標
と
し
た
対
象

者
の
把

握
」に

あ
る
、
図

4-
4
の

各
対
象

者
＜

a、
b、

c
、
c’

＞
の

把
握
方

法
に
つ
い
て
、

当
手

順
で
は

、
K
D

B
シ
ス
テ
ム
の

保
健

事
業
介

入
支
援

管
理
機

能
を
使
用

し
た
対

象
者
の

抽
出
方

法
を
紹
介

い
た
し
ま
す
。
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国
保

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
K
D

B
）
シ
ス
テ
ム
へ

ロ
グ
イ
ン
し
、
介

入
支

援
対
象

者
の
絞

り
込
み

（栄
養
・重

症
化

予
防
等

）を
表

示
し
ま
す
。

具
体

的
な
手

順
①

介
入
支
援
対
象
者
絞
り
込
み
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
）
画
面
を
表
示
し
ま
す
。

①
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（

K
D

B
）
シ
ス
テ
ム
メ
ニ
ュ
ー

[保
健
事
業
介
入
支
援
管
理

]を
選
択
し
ま
す
。

②
保
健
事
業
介
入
支
援
管
理
メ
ニ
ュ
ー
（

S
2

0
_
0

4
0
）

[介
入
支
援
対
象
者
の
絞
込
み
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）

]を
選
択
し
ま
す
。

①

②

介
入

支
援
対
象
者
の
絞
り
込
み
（栄

養
・重

症
化
予
防
等
）画

面
を
表
示
す
る
。

3

65



介
入

支
援

対
象
者

の
絞
り
込

み
（栄

養
・
重
症

化
予
防

等
）画

面
に
て
、
抽

出
条

件
を
選
択

し
ま
す
。

＜
抽

出
例

＞
「
腎

機
能

（ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
）＜

３
０

か
つ

尿
蛋

白
（－

）」

具
体

的
な
手

順
②

介
入

支
援
対
象
者
の
絞
り
込
み
（栄

養
・重

症
化
予
防
等
）画

面
で
抽
出
条
件
を
選
択
す
る
。

介
入

支
援

対
象

者
の

絞
込

み
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（

S
27

_0
07
）

[作
成
年
度

]を
選
択
し
ま
す
。

②

[保
険
者
番
号

]を
選
択
し
ま
す
。

（
選
択
後
、

[保
険
者
名

]が
表
示
さ
れ
ま
す
。
）

①

[e
G

F
R

]の
抽
出
基
準
を
以
下
よ
り
選
択
し
ま
す
。

・
6

0
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
以
上

・
4

5
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
以
上
～

6
0
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
未
満

・
3

0
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
以
上
～

4
5
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
未
満

・
3

0
ｍ
ｌ
／

m
in

1
.7

3
ｍ

２
未
満

③

[尿
蛋
白

]の
抽
出
基
準
を
以
下
よ
り
選
択
し
ま
す
。

・
（
―
）

・
（
±
）

・
（
＋
）
以
上

※
上
記
の
抽
出
基
準
の
他
、
（
＋
＋
）
以
上
も
選
択
可
能
。

④

使
用

す
る
画

面

4
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介
入

支
援

対
象
者

の
絞
り
込

み
（栄

養
・
重
症

化
予
防

等
）に

て
抽

出
条
件

を
確

定
後

、
介

入
支
援

対
象
者

一
覧
（栄

養
・重

症
化
予

防
等
）画

面
を
表

示
し
ま
す
。

＜
抽

出
例

＞
「
腎

機
能

（ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
）＜

３
０

か
つ

尿
蛋

白
（－

）」

具
体

的
な
手

順
③

介
入

支
援
対
象
者
一
覧
（栄

養
・重

症
化
予
防
等
）画

面
を
表
示
す
る
。

介
入
支
援
対
象
者
の

絞
込

み
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（

S
27

_0
07
）

介
入
支

援
対
象
者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（

S
27

_0
09
）

使
用

す
る
画

面

抽
出
条
件
を
選
択
後
、

[確
定

]ボ
タ
ン
を
押
下
し
ま
す
。

①

O
K
ボ
タ
ン
を
押
下
し
ま
す
。

②

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
画
面
に
遷
移
し
、

画
面
右
下
に
、
選
択
し
た
抽
出
条
件
に
合
致
す
る
件
数
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

④

各
項
目
の
選
択
し
た
抽
出
条
件
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

③

絞
込
み
の
対
象
が

1
0
万
件
を
超
え
る
場
合
、

一
覧
が
表
示
で
き
ま
せ
ん
。
選
択
し
た
抽
出

条
件
に
よ
り
、
対
象
が

1
0
万
件
を
超
え
る

場
合
は
、
性
別
や
年
齢
で
分
割
し
て
表
示
す

る
こ
と
で
対
応
可
能
と
な
り
ま
す
。

ヒ
ン
ト

5
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本
編

、
「4

.1
.3

 K
D

B
シ
ス
テ
ム
既

存
機
能
で
の
対
象
者
把
握
」
で
紹
介
し
た

K
D

B
シ
ス
テ
ム
を
使
用

し
た
対
象
者
抽
出
か
ら
事
業
評
価
ま
で
の
手
順
と
な
り
ま
す
。

K
D

B
シ
ス
テ
ム
の

既
存

帳
票

を
利

用
し
た
対

象
者

抽
出

か
ら
事

業
評

価
ま
で
の

手
順
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K
D
B
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
既
存
機
能
に
よ
り
、
右

記
に
示
し
た
健
康
課
題
の
把
握
か
ら
、
対
象
者

の
選
定
、
実
施
し
た
事
業
の
評
価
ま
で
の
フ

ロ
ー
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

こ
こ
で
は
、
①
抽
出
条
件
の
設
定
か
ら
④
事

業
評
価
ま
で
の
流
れ
を
示
し
ま
す
。

事
業
対
象
者

実
際
に
実
施

（
事
業
参
加
群
）

未
実
施

（
事
業
未
参
加
群
）

実
施
予
定
外

①
抽
出
条
件
の
設
定

②
実
施
予
定
者
の
選
定

③
保
健
指
導
に
よ
る
介
入

④
事
業
評
価
（
比
較
）

事
業
実
施
予
定
者

⓪
健
康
課
題
の
把
握

中
断

1

K
D

B
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
対
応
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「
介
入
支
援
対
象
者
の
絞
り
込
み
(栄
養
・
重
症
化
予
防
等
)」
（
S
2
0
_
0
4
0
)

健
診
情
報
、
医
療
情
報
、
受
診
情
報
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
い
ず
れ
か
1
つ
、
ま
た
は
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
事
業
実
施
対
象
者
を
抽
出
し
ま
す
。

抽
出
条
件
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
条
件
に
つ
き
「全

て
一
致
」で
抽
出
し
ま
す
。

①
抽
出
条
件
の
設
定

例
え
ば
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業
で
は
、

H
b
A
1
c
や
血
糖
、
血
圧
、
医
療
受
診
状
況
等
で
抽

出
条
件
を
選
択
で
き
ま
す
。

2
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レ レ実 施 予 定 者 レ

②
実
施
予
定
者
の
選
定

抽
出
さ
れ
た
方
の
一
覧
が
「介

入
支
援
対
象
者
一
覧
」
に
出
力
さ
れ
ま
す
。

医
療
や
健
診
、
介
護
等
の
個
別
の
情
報
か
ら
、
事
業
の
実
施
予
定
者
を
選
定
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
ま
す
。

「
介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
」
（
帳
票

ID
：

P
2

7
_0

0
9
）

3
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レ レ事 業 予 定 者

レ事 業 実 施 者

レ

事 業 中 断 者 レ

事
業
実
施
期
間

開
始
日

終
了
日

○
○

△
△

○
○

事
業
参
加
群

事
業
未
参
加
群

分
類
外

中
断
群

③
保
健
指
導
に
よ
る
介
入

保
健
指
導
実
施
後
、
実
施
予
定
者
の
状
況
（
実
施
・
中
断
）
を
入
力
で
き
ま
す
。

入
力
に
よ
り
事
業
参
加
群
・未

参
加
群
等
の
分
類
が
で
き
ま
す
。

「
介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
」
（
帳
票

ID
：

P
2

7
_0

0
9
）

＜
入
力
状
況
に
応
じ
て
分
類
＞

レ

4
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④
事
業
評
価
（
比
較
）

事
業
実
施
予
定
者
の
個
別
状
況
の
比
較
や
、
事
業
参
加
群
と
未
参
加
群
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
事
業
の
効
果
を
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

番
号

基
本
情
報

事
業
実
施
期
間

比
較
年
度

事
業
実

施
状
況

健
診
情
報

被
保
険
者
記
号
番
号

氏
名

性
別

年
齢

開
始
月

終
了
月

B
M
I

1
0
0
0
0
0
0
0
0

国
保

太
郎

男
6
3
H
2
9
.1
2
H
3
0
.0
2

H
3
2
年
度

0

H
3
1
年
度

0

H
3
0
年
度

1
1
8
.5

H
2
9
年
度

0
1
8
.3

H
2
8
年
度

ー
ー

管
理
ID

基
本
情
報

健
診
情
報

保
健
事
業
名

介
入
分
類

人
数

比
較
年
度

性
別

B
M
I

男
性

女
性

1
1
1
1
1
1

○
○
○
○

事
業
参
加
群

1
1

1
2

H
3
0
年
度

男
1
8
.5

女
1
8
.4

H
2
9
年
度

男
1
8
.1

女
1
8
.2

事
業
未
参
加
群

4
2

H
3
0
年
度

男
1
8
.4

女
1
7
.9

H
2
9
年
度

男
1
8
.4

女
1
8
.0

事
業
中
断
群

2
1

「
介
入
支
援
実
施
前
後
の
比
較
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
＿
個
人
別
」

「
介
入
支
援
実
施
前
後
の
比
較
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
＿
全
体
」

レ レ事 業 予 定 者

レ事 業 実 施 者

レ

事 業 中 断 者 レ

事
業
実
施
期
間

開
始
日

終
了
日

○
○

△
△

○
○

事
業
参
加
群

事
業
未
参
加
群

分
類
外

中
断
群

※
数
値
は
イ
メ
ー
ジ
。
「
事
業
参
加
群
」
「
事
業
未
参
加
群
」
「
中
断
群
」
の
順
に
一
覧
で
並
び
ま
す
。

※
数
値
は
イ
メ
ー
ジ

レ

5

73



国
保

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）シ

ス
テ
ム
活

用
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
抜

粋
）
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指
標

保
険
者
共
通
指
標
③

糖
尿
病
等
の
重
症
化
予
防

の
取
組
の
実
施
状
況

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防

糖
尿

病
性

腎
症

の
重

症
化

の
予

防
が
必

要
と
思

わ
れ
る
被

保
険
者

に
対

し
、
保
健

指
導
等

を
行
い
ま
す
。

【
健

康
課

題
の
把

握
（
現

状
分

析
）
】

活
用

場
面

解
説

頁
活

用
方

法
（着

眼
点
）

活
用

帳
票

糖
尿
病
性
腎
症
リ
ス
ク
の
状

況
を
確
認
す
る

p.
1
-
5
6

～
p.
1
-
5
8

①
健
診
結
果
か
ら
糖
尿
病
性
腎
症
リ
ス
ク
保
有
者
の
状

況
（
性
別
、
年
齢
階
層
別
の
人
数
、
割
合
）
を
確
認
す
る
。

②
糖
尿
病
、
慢
性
腎
不
全
に
係
る
医
療
費
の
状
況
を

把
握
す
る
。

③
透
析
導
入
患
者
数
、
推
移
（
月
別
）
を
把
握
す
る
。


厚

生
労

働
省

様
式

（
様

式
５
－

２
）
（P
2
1
_0
24
）


疾

病
別

医
療

費
分

析
（
細

小
（
８
２
）
分

類
）

（
P
2
3
_0
0
5
）


厚

生
労

働
省

様
式

（
様

式
２
－

２
）
（P
2
1
_0
13
）

活
用

場
面

解
説

頁
活

用
方

法
（着

眼
点
）

活
用

帳
票

保
健
指
導
対
象
者
及
び
受

診
勧
奨
対
象
者
を
抽
出
す

る

p.
1
-
5
9

～
p.
1
-
6
1

＜
抽
出
例
①
＞

糖
尿
病
の
疑
い
の
あ
る
対
象
者
数
を
把
握
す
る
。

＜
抽
出
例
②
＞

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
対
策
対
象
者
を
抽
出
す

る
。


【
画
面
】
介
入
支
援
対
象
者
の
絞
込
み
（
栄

養
・
重
症

化
予

防
等

）
（S
2
7
_0
09

）
【
抽

出
条

件
の
設

定
】

活
用

場
面

解
説

頁
活

用
方

法
（着

眼
点
）

活
用

帳
票

保
健
指
導
対
象
者
（
事
業

実
施
予
定
者
）
の
選
定
を
行

う
p.
1
-
6
2

＜
抽
出
例
＞

糖
尿
病
性
腎
症
の
病
期
を
参
考
に
、
腎
機
能
が
低
下
し

て
い
る
保
健
指
導
対
象
者
を
選
定
す
る
。


【
画
面
】
介
入
支
援
対
象
者
の
絞
込
み
（
栄

養
・
重
症

化
予

防
等

）
（S
2
7
_0
09

）


介
入

支
援

対
象

者
一

覧
（
栄

養
・
重

症
化

予
防
等

）
（
P
2
7
_0
0
9）


５
年
間

の
履

歴
（
P
2
6
_0
1
1
）

保
健
指
導
の
実
施
状
況
を

入
力
す
る

p.
1
-
6
3

事
業
実
施
状
況
（
事
業
実
施
ま
た
は
事
業
中
断
、
事
業

担
当
者
、
事
業
開
始
日
、
事
業
終
了
日
）
を
管
理
す
る
。


介

入
支

援
対

象
者

一
覧

（
栄

養
・
重

症
化

予
防
等

）
（
P
2
7
_0
0
9）

活
用

場
面

解
説

頁
活

用
方

法
（着

眼
点
）

活
用

帳
票

保
健
指
導
を
受
け
た
人
の

状
況
を
確
認
し
、
事
業
の
評

価
を
行
う

p.
1
-
6
4

～
p.
1
-
6
5

保
健
指
導
対
象
者
の
健
康
状
態
の
変
化
を
確
認
す
る
。


介

入
支

援
実

施
前

後
の

比
較

（
栄

養
・
重

症
化
予

防
等

）
＿
個

人
別

（P
2
7
_0
1
0）


介

入
支

援
実

施
前

後
の

比
較

（
栄

養
・
重

症
化
予

防
等

）
＿
全

体
（P
2
7
_0
1
1）

【
事

業
の

実
施

】

【
効

果
の

確
認

（
事

業
の

評
価
）
】

1
-5
5
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【
健

康
課
題
の
把
握

（
現

状
分
析
）
】

糖
尿

病
性
腎

症
リ
ス
ク
の
状
況

（
人
数

等
）
を
確

認
す
る
。

①
健

診
結
果
か
ら
糖

尿
病
性
腎
症

リ
ス
ク
保

有
者

の
状
況

（性
別
、
年
齢
階
層
別
の
人
数
、
割
合
）を

確
認
し
ま
す
。

本
設
例
で
は
、
空
腹
時
血
糖
、

H
b

A
1

c
、
随
時
血
糖
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ

ン
、

e
G

F
R
に
着
目
し
ま
す
。

1
-5
6

厚
生

労
働

省
様

式
（様

式
5
-2
）
（P
2
1
_0
24
）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理
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【
健

康
課
題
の
把
握

（
現

状
分
析
）
】

糖
尿

病
性
腎

症
リ
ス
ク
の
状
況
（
医
療

費
）
を
確

認
す
る
。

②
糖

尿
病
、
慢
性
腎
不
全
に
係

る
医
療

費
の
状

況
を
把

握
し
ま
す
。

レ
セ
プ
ト
１
件
当
た
り
点
数
の
ほ
か
、
総
点
数
、
被
保
険
者
千
人
当
た
り
レ
セ
プ
ト
件
数
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

ヒ
ン
ト

… …

1
-5
7

疾
病
別

医
療
費
分
析

（細
小
（8
2
）分

類
）
（P
23
_0
0
5）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理
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年
度
の
グ
ラ
フ
を
作
成
す
る
に
は
、
毎

月
に
つ
い
て
の

C
S

V
出
力
を

1
2
ヶ
月
分

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
健

康
課
題
の
把
握

（
現

状
分
析
）
】

糖
尿

病
性
腎

症
リ
ス
ク
の
状
況
（
人
工

透
析
患

者
数
）
を
確
認

す
る
。

③
透

析
導

入
患

者
数
、
推
移

（
月

別
）
を
把

握
し
ま
す
。

1
-5
8

帳
票
C
S
V
デ
ー
タ
の

活
用

■
C

S
V
出
力
後
、
被
保
険
者
証
記
号
番
号
、
氏
名
で
名
寄
せ
す
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
年
度
内
に
１
度
で
も
人
工
透
析
を
導
入
し
た

人
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
名
寄
せ
後
の
デ
ー
タ
を
前
年
度
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前

年
度
透
析
が
な
く
、
当
年
度
透
析
を
導
入
し
た
人
数
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ヒ
ン
ト

厚
生

労
働

省
様

式
（様

式
2
-2
）
（P
2
1
_0
13
）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

4
2
3

4
2
0

4
3
0

4
1
9

1
0
1

8
6

9
3

7
4

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

平
成
2
5
年
度

平
成

2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

（
単
位
：
人
）

透
析
導
入
者
数

う
ち
前
年
度
透
析
が
な
く
当
年
度
に
透
析
の
あ
っ
た
人
数

「
前
年
度
透
析
が
な
く
当
年
度
に
透
析
の
あ
っ
た
人
数
」
に
は
、
「
新
規

の
透
析
導
入
者
」
、
「
透
析
導
入
者
で
あ
っ
て
新
た
に
当
該
保
険
者
の
被

保
険
者
に
な
っ
た
者
」
が
含
ま
れ
ま
す
。
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【
抽

出
条
件
の
設
定

】
保

健
指

導
対

象
者

及
び
受
診
勧
奨

対
象
者

を
抽
出

す
る
。

『
受
診
勧
奨
判
定
値
以
上
』
を
選
択

※
空
腹
時
血
糖

1
2

6
㎎

/d
l以
上

ま
た
は

H
b

A
1

c
6

.5
％
以
上

1
-5
9

＜
抽

出
例

①
＞

糖
尿

病
の

疑
い
の

あ
る
対

象
者

数
を
把

握
す
る
。

＜
条

件
例

①
＞

空
腹

時
血

糖
1
2
6
㎎
/d
l以

上
ま
た
は
H
b
A
1
c6
.5
％

以
上

介
入
支
援

対
象
者
の
絞
込

み
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）（
S
27
_0
07
）

■
C

S
V
で
は
、
１
型
糖
尿
病
、
２
型
糖
尿
病
の
判
別
が

で
き
ま
す
。

■
２
型
糖
尿
病
の
み
に
限
定
し
た
抽
出
を
す
る
場
合

は
、
上
記
『
受
診
勧
奨
判
定
値
以
上
』
を
選
択
し
た
対

象
者
の
抽
出
後
、

C
S

V
出
力
し
た
フ
ァ
イ
ル
に
て
絞
り

込
み
を
行
い
、
対
象
者
数
を
把
握
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

K
D

B
シ
ス
テ
ム
で
は

O
R
条
件
に
よ
る
抽
出
は
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の
画
面
で
複
数
の
抽
出
条
件
を
設
定
し

た
場
合
、
全
て
「
か
つ
」
の
条
件
（

A
N

D
条
件
）
で

抽
出
さ
れ
ま
す
。

O
R
条
件
で
抽
出
す
る
場
合
は
、

p
.1

-6
0
、

p
.1

-6
1

を
参
照
。

ヒ
ン
ト

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

保
健
事
業
介
入
支
援
管
理
メ
ニ
ュ
ー
（

S
2

0
_

0
4

0
）

［
介
入
支
援
対
象
者
の
絞
込
み
（
栄
養
・
重
症
化
予
防
等
）
］
を
選
択

画
面
の
み
に
よ
る

抽
出
方
法

①

条
件
を
選
択
し
［
確
定
］
ボ
タ
ン
を
押
下
す
る
と
、

条
件
抽
出
処
理
が
行
わ
れ
、
介
入
支
援
対
象
者
一
覧

画
面
に
遷
移
し
、
絞
込
み
結
果
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

②

［
確
定
］
ボ
タ
ン
は
何
も
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
場
合
、
グ
レ
ー
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
グ
レ
ー
ア
ウ
ト
）

（
通
常
の
表
示
）

ヒ
ン
ト
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99
99
99

テ
ス
ト
市

【
抽

出
条
件
の
設
定

】
保

健
指

導
対

象
者

及
び
受
診
勧
奨

対
象
者

を
抽
出

す
る
。

1
-6
0

＜
抽

出
例

②
＞

糖
尿

病
性

腎
症
重

症
化
予

防
対
策

対
象
者

を
抽

出
し
、
介

入
支

援
対
象

者
と
し
て
一

括
登

録
す
る
。

＜
条

件
例

②
＞

空
腹

時
血

糖
1
2
6m

g/
d
l以

上
ま
た
は
H
b
A
1
c6
.5
%
以

上
の

者
の

う
ち
、
尿

蛋
白
“
±

”
以
上

ま
た
は
eG

FR
6
0
未

満
に
該
当

す
る
者
を
抽

出
す
る
。

介
入
支

援
対
象
者
の

絞
込
み
（
栄

養
・重

症
化

予
防

等
）
（
S
27
_0
07

）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

（
抽
出
後
の
画
面
で
）
事
前
に
登
録
し
た
保
健
事
業
名
を
選
択

し
て
、
抽
出
デ
ー
タ
を
保
存
し
ま
す
。

C
S

V
（
全
頁
）
ボ
タ
ン
を
押
下
し
、
抽
出
デ
ー
タ
を

C
S

V
フ
ァ

イ
ル
と
し
て
保
存
し
ま
す
。

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
を
エ
ク
セ
ル
で
読
み
込
み
、
関
数
に
よ

り
、
条
件
例
②
（

O
R
条
件
抽
出
）
に
該
当
す
る
者
に

事
業
実
施
予
定
者
の
フ
ラ
グ
付
け
を
し
ま
す
。

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
を
保
存
後
、
介
入
支
援

対
象
者
一
覧
の
「
一
括
登
録
」
ボ
タ
ン

を
押
下
し
、
介
入
支
援
対
象
者
と
し
て

登
録
し
ま
す
。

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・
重
症
化

予
防

等
）
（
S
27
_0
09
）

詳
細
は

p
.1

-6
1
参
照

C
S

V
デ
ー
タ
で
様
々
な
条
件
抽
出
を
す
る
た
め
に
、

最
初
の
条
件
は
、
意
図
的
に
幅
広
く
設
定
し
、
デ
ー

タ
を
絞
込
み
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

99
99
99

テ
ス
ト
市

年
齢
：
「

4
0
歳
以
上
」
と
「

7
5
歳
未
満
」
を
選
択

①

②

④

③

O
R
条
件
で
抽
出
を
す
る
場
合
は
、
一
旦

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
に
出
力
し
（
下

図
③
）
、

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
上
で
関
数
等
を
用
い
て
デ
ー
タ
抽
出
等
を
し
、

そ
の

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
を
「
一
括
登
録
」
機
能
を
使
っ
て

K
D

B
シ
ス
テ
ム
に

登
録
し
ま
す
（
下
図
④
）
。

O
R
条
件
に
よ
る

抽
出
方
法
（

1
/
2
）
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②

【
抽

出
条
件
の
設
定

】
保

健
指

導
対

象
者

及
び
受
診
勧
奨

対
象
者

を
抽
出

す
る
。

1
-6
1

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

＜
抽

出
例

②
＞

糖
尿

病
性

腎
症
重

症
化
予

防
対
策

対
象
者

を
抽

出
し
、
介

入
支

援
対
象

者
と
し
て
一

括
登

録
す
る
。

＜
条

件
例

②
＞

H
b
A
1
c6
.5
%
以

上
ま
た
は
空

腹
時
血

糖
1
26
m
g/
d
l以

上
の
者

の
う
ち
、
尿

蛋
白

“
±

”以
上

ま
た
は
eG

FR
6
0
未

満
に
該
当

す
る
者

を
抽

出
す
る
。

C
S

V
フ
ァ
イ
ル
上
で
は
、

O
R
条
件
に

限
ら
ず
、

A
N

D
条
件
も
同
時
に
指
定

で
き
ま
す
。

IF
関
数
、

A
N

D
・

O
R
関
数
を
用
い
、

条
件
に
合
致
す
る
デ
ー
タ
の
「
事
業

実
施
予
定
者
」
に
の
み
「
○
」
を
つ

け
ま
す
。

「
O

8
」
か
ら
最
終
行
ま
で
を
指
定
し
て
［
コ
ピ
ー
］
の
操
作
し
、
そ
の
ま

ま
の
状
態
で
［
値
の
貼
り
付
け
］
の
操
作
を
し
ま
す
。

■
O

R
（
条
件
１
，
条
件
２
）
は
、
条
件
１
ま
た
は
条
件
２
が
成
立
の
意
味
。

■
A

N
D
（
条
件

A
，
条
件

B
）
は
、
条
件

A
か
つ
条
件

B
が
成
立
の
意
味
。

■
A

N
D
（

O
R
（
条
件
１
，
条
件
２
）
，

O
R
（
条
件
３
，
条
件
４
）
）

は
、
条
件
１
ま
た
は
条
件
２
が
成
立
、
か
つ
、
条
件
３
ま
た
は
条
件
４
が

成
立
の
意
味
。
例
え
ば
、
条
件
１
も
条
件
２
も
不
成
立
の
場
合
、
“
か

つ
”
の
条
件
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

ヒ
ン
ト

関
数
を
使
用
し
た
場
合
、
「
○
」
が
入
力
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
関
数
が
入
力
さ
れ
て
お

り
、
シ
ス
テ
ム
に
う
ま
く
取
り
込
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
文

字
と
し
て
の
「
○
」
に
置
き
換
え
る
た
め
に
、
「
値
の
貼

り
付
け
」
の
操
作
を
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

①
8
行
目
へ
の
入
力
の
た
め
、
「

A
H

8
」
の
よ
う
に
末
尾
が
「

8
」
に
な
り
ま
す
。

②
「
○
○
の
う
ち
●
●
の
者
」
と
い
う
条
件
は
、
「
○
○
か
つ
●
●
の
者
」
と
い
う
意
味
に
な
る
た
め
、

A
N

D
（
○
○
，
●
●
）
と
記
述
し
ま
す
。
「
○
○
」
が
③
、
●
●
が
④
と
⑤
に
相
当
し
ま
す
。

③
「

H
b

A
1

c
6

.5
%
以
上
ま
た
は
空
腹
時
血
糖

1
2

6
m

g
/d

l以
上
」
の
条
件
で
す
。

※
H

b
A

1
c
は

A
H
列
、
空
腹
時
血
糖
は

A
G
列

④
尿
蛋
白
「
“
±
”
以
上
」
の
条
件
は
、
「

C
S

V
上
の
“
±
”
、
“
＋
”
、
“
＋
＋
”
、
“
＋
＋
＋
”
の

文
字
表
示
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
と
い
う
条
件
で
記
述
し
ま
す
。

※
尿
蛋
白
は

A
Y
列

⑤
「

e
G

F
R

6
0
未
満
」
の
条
件
は
、
数
値
と
し
て
「

0
よ
り
大
き
く
、
か
つ

6
0
未
満
」
と
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
「

A
N

D
(0

<
A

X
8

,A
X

8
<

6
0

)」
と
記
述
し
ま
す
。

※
e

G
F

R
は

A
X
列

※
上
記
④
及
び
⑤
に
よ
り
「
尿
蛋
白
“
±
”以
上
ま
た
は

e
G

F
R

6
0
未
満
」
の
条
件
に
な
り
ま
す
。

こ
の
式
を
次
行
か
ら
最
終
行
（
必
要
な

行
）
ま
で
コ
ピ
ー
し
ま
す
。

③
④

⑤

事
業
実
施
予
定
者
の
セ
ル
「

O
8
」
に
以
下
の
式
を
入
力
し
ま
す
。
こ
の
条
件
が
成
立
し
た
場
合
、
セ
ル
「

O
8
」
に
「
○
」
が
入
力
さ
れ
ま
す
。

①

① ②

④

③

p
.1

-6
0

の
操
作

に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム

に
「
一
括
登
録
」
し

ま
す
。

⑤

④

O
R
条
件
に
よ
る

抽
出
方
法
（

2
/
2
）
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【
事

業
の
実

施
】

保
健

指
導

対
象

者
（
事
業
実
施
予
定
者
）
の
選
定

を
行

う
。

1
-6
2

＜
抽

出
例

＞
糖

尿
病

性
腎

症
の
病

期
を
参

考
に
、
腎

機
能
が

低
下
し
て
い
る
保

健
指

導
対
象

者
を
選

定
す
る
。

＜
条

件
例

＞
a．

受
診

勧
奨

値
以
上

（
空
腹

時
血
糖
1
2
6
㎎
/d
l以

上
ま
た
は
H
b
A
1
c6
.5
％

以
上
）

か
つ

b
．
尿

蛋
白

（
±

）
か

つ
c．

eG
FR

（
4
5
以

上
6
0
未

満
）

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・重

症
化

予
防

等
）（
P
27
_0
09

）
介

入
支
援
対
象
者
の
絞
込
み
（栄

養
・
重

症
化

予
防

等
）（
S
27
_0
07
）

条
件
選
択

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
画
面
（

S
2

7
_

0
0

9
）
で
［
編
集
モ
ー

ド
］
に
し
て
被
保
険
者
番
号
を
押
下
す
る
と
、
個
人
別
履
歴

画
面
（

S
2

6
_

0
1

0
）
へ
展
開
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

過
去
の
服
薬
状
況
を
確

認
し
、
対
象
者
の
絞
込

み
を
行
い
ま
す
。

5
年

間
の
履

歴
（P
26
_0
11

）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

■
抽
出
条
件
を
全
て
「
か
つ
」
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
画
面

（
S

2
7

_
0

0
7
）
で
条
件
を
設
定
で
き
ま
す
。

O
R
条
件
に
よ
る
抽

出
を
す
る
場
合
は

p
.1

-6
0
、

p
.1

-6
1
を
参
照
。

■
こ
の
画
面
の
プ
ル
ダ
ウ
ン
に
お
い
て
、
「
受
診
勧
奨
判
定
値
以

上
」
の
よ
う
に
抽
出
条
件
の
数
値
が
明
示
さ
れ
て
な
い
も
の
の

具
体
的
な
数
値
に
つ
い
て
は
、

p
.2

-7
2
、

p
.3

-6
2
を
参
照
。

ヒ
ン
ト
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重
症

化
予

防
指

導
対
象

者
に
対

し
、
保

健
指

導
を
行

い
、
事

業
実

施
状

況
（事

業
実
施

ま
た
は
事

業
中
断

、
事

業
担

当
者

、
事

業
開
始

日
、
事

業
終

了
日
）を

管
理

し
ま

す
。【
事

業
の
実
施

】
保

健
指

導
の

実
施

状
況
を
入
力
す
る
。

1
-6
3

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
の
［
編
集
モ
ー
ド
］

で
、
事
業
実
績
を
登
録
し
ま
す
。

介
入
支
援
対
象

者
一

覧
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）
（P
27
_0
09

）

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

メ
モ
は
、
事
業
実
施
対
象
者
に
つ
い
て
の
健
康
状

態
に
関
す
る
事
項
や
事
業
中
断
事
由
等
を
自
由
に

記
入
で
き
ま
す
。

［
編
集
モ
ー
ド
］
で
入
力
し
ま
す
。

「
有
」
の
表
示
が
あ
る
と
き
は
メ
モ
が

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
大

6
0
0
文
字
登
録
可
能

ヒ
ン
ト
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保
健

指
導

を
受
け
た
人

の
事
業

実
施
前

後
の
健

康
状
態

の
変
化

を
確

認
し
、
事

業
実

施
の
効

果
を
検
証

し
ま
す
。

介
入

支
援

対
象

者
一
覧
（栄

養
・重

症
化
予

防
等

）で
登

録
し
た
保
健

事
業
名

毎
に
、
事

業
実

施
前

後
の
比

較
を
個
人

別
に
行

う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
効

果
の
確
認

（
事

業
の
評
価
）】

保
健

指
導

を
受

け
た
人
の
状
況
を
確
認
し
、
事
業

の
評
価

を
行

う
。

1
-6
4

経
年
的
に
事
業
実
施
前
後
の
変

化
に
つ
い
て
確
認
し
ま
す
。

（
赤
丸
が
糖
尿
病
性
腎
症
）

介
入
支
援
実
施
前
後
の
比
較
（栄

養
・重

症
化

予
防

等
）
_個

人
別
（P
27
_0
10
）

事
業
実
施
前
後
の
変
化
の
評
価
は
、
生
活
習
慣
（
食
生
活
、

喫
煙
、
飲
酒
、
身
体
運
動
等
）
、
高
血
圧
や

L
D

L
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
等
の
健
診
項
目
の
結
果
の
推
移
も
勘
案
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

歯
科
（
歯
周
病
等
）
を
含
め
、
合
併
症
に
留
意
し
ま
す
。
ま

た
、
服
薬
指
導
の
必
要
性
を
検
討
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

栄
養
指
導
・
重
症
化
予
防

服
薬
管
理

介
入
支
援
対
象
者
一
覧
（
栄
養
・
重

症
化
予
防
等
）
に
お
い
て
事
業
実
施

予
定
者
、
事
業
実
施
者
、
事
業
実
施

中
断
者
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
た
者
が

一
覧
表
示
さ
れ
ま
す
。
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事
業

参
加

群
及

び
事

業
未
参
加

群
の
健

診
結
果

、
医

療
費
、
介

護
給

付
費

に
つ
い
て
、
２
年

間
の

変
化
を
確

認
し
ま
す
。

介
入

支
援

対
象

者
一
覧

（
栄
養

・重
症
化

予
防
等

）
で
登

録
し
た
保
健

事
業
名

毎
に
、
事

業
実

施
前

後
の
比

較
を
集
団

で
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
効

果
の
確
認

（
事

業
の
評
価
）】

保
健

指
導

を
受

け
た
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、
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1

昨年度まで、糖尿病性腎症重症化予防における取組の全国展開のため、国は糖尿病性腎症重症化予防セミナーを
開催していたが、ブロック開催であったため、会場に近い等、限られた保険者の参加にとどまるなどの課題があった。そのた
め、国より日ごろから保険者支援を実施している国保連合会に対して、都道府県毎の糖尿病性腎症重症化予防につ
いて、保険者向けの研修会開催の要請があった。
本会では、国保連合会が開催する研修会を支援するため、「糖尿病性腎症重症化予防セミナーワーキンググループ」
を国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会のもとに立ち上げた。

設置の経緯

糖尿病性腎症重症化予防セミナーワーキンググループについて

糖尿病性腎症重症化予防セミナーワーキンググループ委員（任期：令和3年4月30日）

安西 慶三
佐賀大学医学部医学科内科学講座
肝臓・糖尿病・内分泌内科教授

栄口 由香里
あいち健康の森健康科学総合センター
健康開発部生活習慣病予防課長

佐野 喜子
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科
大学院保健福祉学研究科栄養領域教授

谷 智代
大阪府健康医療部健康推進室国民健康保険課
事業推進グループ総括主査

○津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター長

前田 理子
石川県内灘町町民福祉部保険年金課課長補佐
（保健センター総括主査兼務）

茂木 由紀
群馬県国民健康保険団体連合会総合企画課
保健事業推進室課長補佐

森山 美知子
広島大学大学院医系科学研究科
成人看護開発学教授

中野 透 公益社団法人国民健康保険中央会常務理事

【国保連合会が実施する研修プログラム案の検討】
国保連合会が実施する研修会のプログラム（糖尿病性
腎症重症化予防セミナーの研修プログラム（案））の検
討

○国の資料を参考
・「糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」
・「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」
・「糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引
き」

【効果検証】
効果検証のための書式の作成（KDBデータを活用した
評価を含む）

○は座長
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2

①KDBシステムを活用し保険者へ情報を提供することができる。
②保健事業支援・評価委員会を活用し、研修実施後も保険者の事業に対して継続した支援ができる。
③日ごろより保険者と接していることから、地域の事情を理解し、地域の特性に応じた支援ができる。

国保連合会の強み

研修後のフォローができる仕組みがある

3

差し替え
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4
保険者の取組の現状と課題は、様々で違いがある

5

○都道府県では、すでに都道府県版のプログラムを作成し研修会を実施している
が、国保連合会の強みを生かした研修会の開催をしてほしい。

ポイント① 国保連合会の強みを生かした研修会の開催

研修会の実施前に、以下の参考資料の内容をおさえることが重要。

・糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き （平成31年3月）
・糖尿病性腎症重症化予防プログラム （平成31年4月25日改定）
・糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて （平成29年7月10日）
・都道府県版糖尿病性腎症重症化予防プログラム

ポイント② 研修の実施前におさえるべきポイント
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厚生労働省ホームページ
ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055466_00005.html

7

○保険者の取組の把握と課題の整理
すでに多くの保険者が糖尿病性腎症重症化予防に取り組んでいる。研修の企画・立案に際しては、保険者の事業
の実施状況、課題を把握することが必要。

○都道府県での取組を把握
都道府県では、すでに都道府県版のプログラムを作成し研修会を実施。都道府県が国保保険者になり、更なる連
携が必要となる。

ポイント③ 自県の保険者の状況を把握し、課題を整理する

KDBシステムの活用や、研修会前に保険者に対して
行う事前課題等によって現状を把握

○保険者に対して全てのデータを提供するということではなく、研修の事前課題として自保険者のデータを持ち寄ってもら
い、グループワークの中で自保険者の課題を明らかにすることも必要である。

ポイント④ 保険者のデータ作成を支援する
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8

○かかりつけ医・医師会に、保険者が介入した前後のデータの変化を見える形で示すこと等で、医療機関との連携強化
につながる。

ポイント⑦ 医療機関との連携におけるデータ活用

○研修の準備段階から、今まで実施してきた研修、把握した保険者の状況や課題、保険者のニーズを講師と共有し、
研修の目的、狙い、目指したい姿を共有し、講義内容の検討を行う。

ポイント⑤ 把握した保険者の状況や課題を講師と共有し、講義内容の検討する

○医療機関で行われている保健指導の取組とは違った視点で保険者が保健指導を実施することで、被保険者に継続
的に関わることができ、生活実態（食生活や服薬の状況等）を把握することができる。また、把握した状況を医療機関
に伝えることができるなど、医療機関との連携・調整も期待されている。

ポイント⑥ 地域活動を行っている自治体の保健師等が糖尿病性腎症重症化予防に取り組む意義
をおさえる

9

○研修終了後、研修会の内容をどのように生かしていくかを保険者に提出してもらう。

ポイント⑩ 事後課題（アクションプランの提出）

○研修終了直後の評価と、保険者の事業実施後の評価を行う。（今後、本会より様式を提示予定）

ポイント⑨ 研修の評価

○以下のテーマ例のように、テーマを設定しグループディスカションを実施することで、実りのある研修とする。
【テーマ例】
①データを持ち寄って、抽出基準についての検討を実施
②地域連携の進め方
③実施マニュアルの作成 等

ポイント⑧ テーマを設定し、グループディスカッションを実施
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対象者の把握①
健診・レセプトからの抽出

「D 糖尿病治療中」
「E 過去に糖尿病治療歴あり、現在治療中断」

※糖尿病性腎症重症化予
防セミナーの研修プログラ
ムの中で、KDBシステムを
活用したデータ抽出方法を
示す予定

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き

11

対象者の把握②
健診結果からの抽出

※糖尿病性腎症重症化予
防セミナーの研修プログラ
ムの中で、KDBシステムを
活用したデータ抽出方法を
示す予定

腎機能低下の程度を指標とした対象者の抽出（例）

出典：平成31年3月 糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き
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12

介入支援対象者の絞込み（栄養・重症化予防等）（S27_007） 介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）（P27_009）

対象者の把握③
KDBシステムの既存帳票

からの抽出

糖尿病性腎症重症化予防事業ではHbA1c
や血糖、血圧、医療受診状況等で抽出条件
を選択できる。

13
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健診情報

健診結果、検査値の変化による評価（個人別）

【個人別】

○健診結果、検査値の変化

○医療費の変化

○新規人工透析の導入の有無の確認

【事業全体】

○健診結果、検査値の変化

○医療費の変化

健診結果、検査値の変化による評価（全体）
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（１）研修会の開催について

（２）プログラムの公表、評価票の回収について

（３）専用相談窓口について
本会では、本件に係る専用相談窓口を設置します。

窓口設置先 ：委託業者（みずほ情報総研）
相談方法 ：後日送付する様式に相談内容記載の上、専用メールアドレスに送信願います。

なお、メールアドレスは様式送付時にお知らせいたします。

後日、本会が定める「研修事後課題シート（仮称）」、「研修後年度末シート（仮称）」を送付いた
します。
当該シートは、研修の実施効果を行うため、回収をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

すでに、都道府県で研修を実施している場合においても、その時々の保険者の課題等を把握し、国保
連合会の強みを生かした研修を開催されたい。

15

参考資料
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16

○重症化予防における課題として、「関係団体との連携体制づくり」61.1%、「介入方法」42.1%、「評
価方法」41.5%が多く挙げられている。

○市町村国保における糖尿病性腎症重症化予防の取組状況は、平成29年度では「実施している」
78.6%であり、前年度より15.1ポイント増加している。

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について①

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成

17

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について②

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成
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糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について③

18重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成

○糖尿病対策推進会議との連携の状況は、連携している保険者が全体で8割以上であり、前年度より13.4ポ
イント増加している。

○糖尿病対策推進会議と連携していない理由は、「糖尿病対策推進会議がどのような役割を果たしているのか
知らない」が50.5%と多い。

19

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について④

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成

○かかりつけ医との連携状況は、90.2%が連携しており 、医師会との連携は、71.6%となっている。

○かかりつけ医・医師会と連携していない理由は、「かかりつけ医との調整がつかない」31.5%、「医師会との調整がつかない」
30.1%、「連携により得られる効果を十分に把握できていない」26.6%が多く、「その他」としては「敷居が高い」や「保険者のマ
ンパワー不足」が挙がっていた。
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糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について⑤

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成

○重症化予防の主担当部署は、「健康増進担当課」が最も多く、次いで「国民健康保険担当課」となっている。

○重症化予防で連携する外部部署は、計画策定、実施の段階では「郡市区等医師会」が多く、評価改善の段階では「保険者
団体（国保連等）が最も多い。

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について⑥

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成
21

○重症化予防における受診勧奨の対象者は、「医療
機関未受診者」が最も多く86.9%であり、次いで「
医療機関受診中断者」が多い。

○対象者の抽出は、ほぼ全ての97.9% が「特定健
診データ」を活用し、「レセプトデータ」の活用は
57.0%となっている。

○重症化予防における受診勧奨の方法は、「電話」
、「面談」が多い。

○保健指導の内容は、対象者に応じて「変えている」
が54.8%となっている。
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糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について⑦

○重症化予防における保健指導の対象者は、「重症
化予防ハイリスク者」が最も多く83.6%であり、次い
で「医療機関未受診者」が多い。

○対象者の抽出は、ほぼ全ての94.2% が「特定健
診データ」を活用し、「レセプトデータ」の活用は
54.5%となっている。

22

○重症化予防における保健指導の方法は、「面談（
訪問）」が最も多く80.8%であり、次いで「面談（
来所・立ち寄り型）」が多い。

○保健指導の内容は、対象者に応じて「変えている」
が68.9%となっている。

○取組みの評価は90%超が実施しているが、「アウトプット評価」は70%前後、「アウトカム評価」は47～65%程度となってい
る。

糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について⑧

23

重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成
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糖尿病性腎症重症化予防事業に関する保険者等の現状について⑨

24
重症化予防（国保・後期広域）WG（第9回）資料を基に作成
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糖尿病性腎症重症化予防セミナー ワーキング・グループ委員 

 

（注）◎は座長 

 

                          （敬称略） 
（任期：令和３年４月３０日まで） 

安西
あんざい

 慶三
けいぞう

 
佐賀大学医学部医学科内科学講座 

肝臓・糖尿病・内分泌内科教授 

栄
え

口
ぐち

 由
ゆ

香里
か り

 
あいち健康の森健康科学総合センター 
健康開発部生活習慣病予防課長 

佐野
さ の

 喜子
よ し こ

 
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 

大学院保健福祉学研究科栄養領域教授 

谷
たに

  智代
ち よ

 
大阪府健康医療部健康推進室国民健康保険課 
事業推進グループ総括主査 

◎津下
つ し た

 一代
か ず よ

 あいち健康の森健康科学総合センター長 
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5 研修プログラム（概要）―国保連合会の強みを活かすー  
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